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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域が前面に形成された遊技盤と、
　該遊技盤の遊技領域に設けられ遊技球が入球可能な入球口と、
　前記遊技盤の裏面に設けられ、前記入球口に入球した遊技球を誘導する球誘導部材と、
　該球誘導部材に設けられる電気部品と、
　該電気部品に対して電気的に接続される制御基板とを備えた遊技機であって、
　前記電気部品と前記制御基板との間を可動領域とする可動体を備えていることを特徴と
する遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシンに代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機などの遊技機には、例えば遊技盤の中央よりやや下方に配置された始動入賞
装置の入賞通路等のような遊技盤の所定箇所に、例えば始動口スイッチ等のような所定の
電気部品が配置されるとともに、遊技盤の裏面には所定の制御基板が配置され、該電気部
品と制御基板とが電気的に接続されて、例えば始動入賞装置で検出された入賞信号等の各
種信号が該電気部品と制御基板との間で送受される構成となっているものがある。
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【０００３】
　このような遊技機としては、例えば、以下の文献に記載のものが挙げられる。
【特許文献１】特開平２－３０２２８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような遊技機においては、所定の電気部品と制御基板とを接続している配線を利
用して、この間で不正基板を中継させたり、あるいは所定の電気部品と制御基板とのいず
れか一方に不正基板を直接接続したりすることによって不正行為がなされることがある。
この場合、不正基板を設置するスペースとして、制御基板等に隠れた場所や、配線等が多
く通っていて不正基板を設置しても違和感を生じ難いような場所等が狙われやすいと考え
られる。
【０００５】
　本発明は、かかる問題点に鑑みて案出されたものであり、所定の電気部品と制御基板と
の間で不正基板を接続することによる不正行為を効果的に抑止することができて信頼性の
高い遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る遊技機は、上記目的を達成するために、
　遊技球が流下する遊技領域が前面に形成された遊技盤と、
　該遊技盤の遊技領域に設けられ遊技球が入球可能な入球口と、
　前記遊技盤の裏面に設けられ、前記入球口に入球した遊技球を誘導する球誘導部材と、
　該球誘導部材に設けられる電気部品と、
　該電気部品に対して電気的に接続される制御基板とを備えた遊技機であって、
　前記電気部品と前記制御基板との間を可動領域とする可動体を備えていることを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技球が流下する遊技領域が前面に形成された遊技盤と、該遊技盤の
遊技領域に設けられ遊技球が入球可能な入球口と、上記遊技盤の裏面に設けられ、上記入
球口に入球した遊技球を誘導する球誘導部材と、該球誘導部材に設けられる電気部品と、
該電気部品に対して電気的に接続される制御基板とを備えた遊技機であって、上記電気部
品と上記制御基板との間を可動領域とする可動体を備えている構成としたので、所定の電
気部品と制御基板との間で不正基板を接続することによる不正行為を効果的に抑止するこ
とができて信頼性の高い遊技機が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明に係る遊技機は、手段１として、
　所定の電気部品が配置されるとともに、裏側に制御基板が配置され、該電気部品と制御
基板とが電気的に接続された遊技機であって、
　前記電気部品と制御基板との間で動くことが可能な可動体を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明において、「所定の電気部品」とは、例えば、始動口スイッチ、始動入賞装置の
羽根開閉用ソレノイド、可変入賞装置の大入賞口扉開閉用ソレノイド、大入賞口検出スイ
ッチ、中継基板、ＬＥＤ基板等を含意する。
【００１０】
　上記手段１に係る遊技機によれば、所定の電気部品と制御基板との間において、不正基
板を設置するスペースを確保することが可動体に妨げられて困難となっている。例えば、
可動体自体に不正基板を取り付けることは、可動体が動くため配線が断線をきたすことと
なって困難であり、他方、可動体の近傍にスペースを見出して不正基板を設置したとして
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も、可動体が動く途上でこの不正基板やその配線等に拘って不具合を生じることとなるた
め、不正基板の設置が容易に発覚する。したがって、所定の電気部品と制御基板との間で
不正基板を接続することによる不正行為を困難とすることができる。
【００１１】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段２として、前記手段１の遊技機において、
　前記可動体が、所定の電気部品と制御基板との間で移動するように動くことが可能なも
のであることを特徴とする。
【００１２】
　可動体は、例えば、実質的にその位置を変えることなく一定の位置で揺動したり回転し
たりする構成としてもよいが、位置を変えるようにスライドや転動等により動く構成、即
ち上記手段２のように所定の電気部品と制御基板との間で移動するように動く構成とする
と、不正基板が設置された場合の不具合がより大きく目立ちやすくなるためより容易に不
正を検知することができ、また可動体の内部に不正基板を設置しようとする場合に配線が
より困難となる。したがって、所定の電気部品と制御基板との間で不正基板を接続するこ
とによる不正行為をより効果的に抑止することができる。
【００１３】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段３として、前記手段２の遊技機において、
　前記可動体が、前記所定の電気部品と制御基板との間の隠蔽位置と、遊技機の前方から
視認可能な露出位置とを往復するように出入して興趣演出を行う演出部材となっているこ
とを特徴とする。
【００１４】
　可動体は、専ら不正行為を抑止する目的で設ける不正防止専用のものとしてもよいが、
上記手段３のように遊技機の前方から視認可能な露出位置に出てきて興趣演出を行う演出
部材としての機能を兼備するものとすることにより、そのぶん部品点数を省略することが
できる。また、所定の電気部品と制御基板との間で不正行為がなされることを抑止しなが
ら、同時にこのスペースを、遊技機の後側に退避させた状態の演出部材の待機スペースと
することができ、したがって遊技機のスペースの利用効率を良好とすることができる。
【００１５】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段４として、前記手段２の遊技機において、
　前記可動体が、前記所定の電気部品と制御基板との間の開位置と、図柄を変動表示する
可変表示装置の表示面より前方にあって該表示面の少なくとも一部を覆う閉位置とを往復
するように開閉する遮蔽部材となっていることを特徴とする。
【００１６】
　可動体は、専ら不正行為を抑止する目的で設ける不正防止専用のものとしてもよいが、
上記手段４のように可変表示装置の表示面を覆う遮蔽部材としての機能を兼備するものと
することにより、そのぶん部品点数を省略することができる。また、所定の電気部品と制
御基板との間で不正行為がなされることを抑止しながら、同時にこのスペースを、開放し
た状態の遮蔽部材の収納スペースとすることができ、したがって遊技機のスペースの利用
効率を良好とすることができる。
【００１７】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段５として、前記手段１から手段４のいずれかの遊
技機において、
　前記可動体が、前記制御基板の左右方向の寸法（幅）に対応する左右方向の寸法（幅）
を有する概略平板状の外形を有し、前記所定の電気部品と制御基板との間の位置に、周方
向から出入するように往復動し得るものであることを特徴とする。
【００１８】
　制御基板の前側のスペースは、遊技機の裏側からみた場合に該制御基板に隠れた場所で
あるため、前記したように不正基板を設置するスペースとして狙われやすいと考えられる
が、上記手段５の構成によれば、可動体が制御基板の前側のスペースをほぼカバーする形
状を有してこのスペースに周方向から出入するので、このスペースに不正基板を設置され



(4) JP 5136767 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

ることをより確実かつ効率的に抑止することができる。
【００１９】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段６として、前記手段２から手段５のいずれかの遊
技機において、
　前記可動体が、レールにスライド可能に保持され、直線運動により動力を伝達する機構
を備える駆動手段によって駆動されることを特徴とする。
【００２０】
　上記手段６に係る遊技機によれば、レールの形状を所望の形状に設定することにより、
可動体を所望の軌道に沿って移動させることができ、かつ、該可動体を駆動する駆動手段
は直線運動により動力を伝達するものとすることで、駆動手段の構成を簡単なものとする
ことができ、そのぶん占有スペースも少なく抑えることができる。
【００２１】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段７として、前記手段１から手段６のいずれかの遊
技機において、
　前記可動体を所定のタイミングで駆動するように制御する制御装置を備えることを特徴
とする。
【００２２】
　前記可動体は、例えば遊技機の可動中は常時動かしておくようにすれば、不正行為を効
果的に抑止する上でより望ましいが、例えば所定の間隔をおいて定期的にまたは不定期に
動かすようにしても、不正行為の検知は可能であり、不正行為の抑止効果も得ることがで
きる。上記手段７に係る遊技機によれば、このように可動体を必要な時機に動作するよう
定期的にまたは不定期に駆動するように制御することができ、したがって可動体の稼動時
間を節減して駆動手段、レール等の磨耗、故障等を低減し得るという利点も得られる。
【００２３】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段８として、手段１から手段７のいずれかの遊技機
において、
　遊技機がパチンコ機であることを特徴とする。
【００２４】
　パチンコ機の基本構成としては、操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じ
て有価物体の一例である球を所定の遊技領域に発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配
設された作動口に入賞（または作動ゲートを通過）することを必要条件として、表示装置
において動的表示されている識別情報（図柄等）が所定時間後に確定停止されるものが挙
げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変
入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応
じた有価価値（景品球のみならず、磁気カード書き込まれるデータ等も含む）が付与され
るものが挙げられる。
【００２５】
　パチンコ機にあっては、所定の電気部品と制御基板との間で動くことが可能な可動体を
備える構成としたので、上記電気部品と制御基板との間で不正基板を設置するスペースを
確保することが困難となっているため不正行為を効果的に抑止することが可能なパチンコ
機が得られる。
【００２６】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段９として、手段１から手段７のいずれかの遊技機
において、
　遊技機がスロット機であることを特徴とする。
【００２７】
　スロット機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した
後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）
の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタ
ン）の操作に起因して、あるいは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が



(5) JP 5136767 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技
者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。
　この場合、有価物体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。
【００２８】
　スロット機にあっては、所定の電気部品と制御基板との間で動くことが可能な可動体を
備える構成としたので、上記電気部品と制御基板との間で不正基板を設置するスペースを
確保することが困難となっているため不正行為を効果的に抑止することが可能なスロット
機が得られる。
【００２９】
　また、本発明にかかる遊技機は、手段１０として、手段１から手段７のいずれかの遊技
機において、
　遊技機がパチンコ機とスロット機を融合させた遊技機であることを特徴とする。
【００３０】
　パチンコ機とスロット機を融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報か
らなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動
用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止
用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、あるいは、所定時間経過するこ
とにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報で
あることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生
手段とを備え、有価物体として球を使用するとともに、前記識別情報の動的表示の開始に
際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出される
ように構成されている遊技機」となる。
【００３１】
　パチンコ機とスロット機を融合させた遊技機にあっては、所定の電気部品と制御基板と
の間で動くことが可能な可動体を備える構成としたので、上記電気部品と制御基板との間
で不正基板を設置するスペースを確保することが困難となっているため不正行為を効果的
に抑止することが可能な、パチンコ機とスロット機を融合させた遊技機が得られる。
【００３２】
　以下、図面を参照しつつ本発明に係る遊技機の実施形態について説明する。なお、以下
の実施形態では、便宜上、パチンコ機を挙げて説明するが、本発明は、パチンコ機以外の
弾球遊技機（例えばアレンジボール機や雀球遊技機など）、その他、遊技球を用いる種々
の形態の遊技機に適用することができる。
【００３３】
（パチンコ機の正面構成）
　図１は本実施形態のパチンコ機１０の正面図であり、図２は、パチンコ機１０の右側面
図であり、図３は、その平面図である。図４および図５は、遊技盤３０の正面図である。
【００３４】
　図１乃至図３に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する
外枠１１と、この外枠１１の一側部に開閉可能に支持された内枠１２とを備えている。外
枠１１は、木製の板材により全体として矩形状に構成され、小ネジ等の離脱可能な締結具
により各板材が組み付けられている。なお、外枠１１は、軽量化を図るために、樹脂やア
ルミニウム等の軽金属により構成されていてもよい。
　前記内枠１２の開閉軸線はパチンコ機１０の正面からみて遊技球発射ハンドル１８の設
置箇所の反対側（図１のパチンコ機１０の左側）で上下に延びるように設定されており、
この開閉軸線を軸心にして内枠１２が前方側に十分に開放できるようになっている。また
、内枠１２は合成樹脂、具体的にはＡＢＳ（アクリロニトリルーブタジエンースチレン）
樹脂から成る。こうすることで、粘性が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できるとい
う利点が発揮される。
【００３５】
　前面枠（セット）１４には、下皿１５と球抜きレバー１７と遊技球発射ハンドル１８と
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灰皿２２と音出力口２４（内枠１２の左右上端部位置）が設けられている。球受皿として
の下皿１５は、ほぼ中央部に設けられており、後述の上皿１９が満タンになった場合等に
排出口１６より排出される遊技球を停留する役割がある。球抜きレバー１７は、下皿１５
内の遊技球を抜くためのものであり、この球抜きレバー１７を図１で左側に移動させるこ
とにより、下皿１５の底面の所定箇所が開口され、下皿１５内に停留された遊技球を下皿
１５の底面の開口部分を通して遊技者の持球貯留箱（ドル箱）に排出することができる。
【００３６】
　そして、遊技球発射ハンドル１８は、下皿１５よりも右方で手前側に突出するように配
設されている。遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に応じて、遊技球発射装置（
図示せず）によって遊技球が遊技盤３０の方へ打ち込まれるようになっている。遊技球発
射装置は、遊技球発射ハンドル１８と発射ソレノイドなどで構成されている。
　音出力口２４は、内枠１２の左右上端部位置に設けられたスピーカからの音を出力する
ための出力口である。また、灰皿２２は、図１に示すように、下皿１５の左方に設けられ
ている。灰皿２２は左右方向（水平方向）の軸線を軸心にして回動（例えば前方側に向け
て前回り）するように支持されている。
【００３７】
　また、前面枠１４は、内枠１２に対して開閉可能に取り付けられており、内枠１２と同
様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸線を軸心にして前方側に開
放できるようになっている。しかも前面枠１４は内枠１２の外側壁（リブ）内に嵌まり込
むようにして取り付けられている。
　つまり、この前面枠１４の側面の少なくとも一部が内枠１２の外側壁（リブ）内に嵌ま
り込むようにして取り付けられているので、内枠１２と前面枠１４との隙間から異物（針
状あるいは薄板状等のものであって、具体的には針金、ピアノ線、セルロイド板等）を差
し入れるなどの不正行為を防止できるようになっている。また、前面枠１４は、内枠１２
と同様に、合成樹脂、具体的にはＡＢＳ樹脂により構成されているので、粘性が高く衝撃
に強くでき、低コストで製造できる。
【００３８】
　一方、前面枠１４の下部（上述の下皿１５の上方位置）には、遊技球の受皿としての上
皿１９（図１参照）が前面枠１４と一体的に設けられている。この上皿１９は、遊技球を
一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射装置３８の方へ導出するための球受皿であ
る。この上皿１９も下皿１５と同様、表面層が難燃性のＡＢＳ樹脂にて成形される構成と
なっている。
【００３９】
　前記内枠１２は、外形が矩形状の樹脂ベースを主体に構成されており、樹脂ベースの中
央部には略円形状の窓部孔が形成されている。
そして、樹脂ベースの後側には、図４および図５に示す遊技盤３０が着脱可能に装着され
ている。図４および図５に示すように、遊技盤３０は四角形状の合板よりなり、上部一方
のコーナーが肩落ちされており(後に述べる)、その周縁部が樹脂ベース（内枠１２）の裏
側に当接した状態で取着されている。
【００４０】
　従って、遊技盤３０の前面部の略中央部分が樹脂ベースの窓部孔を通じて内枠１２の前
面側に露出した状態となっている。そして、ここでは、遊技盤３０の前記内枠１２の外枠
１１に対する枢着部（パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸線を軸心
にした枢着）に近いコーナー（隅）が、図４および図５に示すように、略三角形状に角落
ち（切り欠き）７２０されている。
【００４１】
　次に、図４および図５を用いて遊技盤３０の構成を説明する。図４および図５は遊技盤
３０の構成を示す正面図である。遊技盤３０のやや下方位置には、左側に３つの一般入賞
口３１、３１、３１が階段状に配置され、右側に１つの一般入賞口３１が配置されている
。中央下方には、始動口３３が配置され、後にも詳述するように此れらに対応した入球検
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出センサが、遊技盤３０の背面に設けられており、これらのセンサは、図示しない電気配
線を通じて後述する主制御基板（主制御装置）に接続されている。
　そして、この一般入賞口３１及び始動口３３に遊技球が入球した場合には、上記各検出
センサで検出され、この検出センサの出力に基づいて、上皿１９（または下皿１５）へ所
定数の賞品球が払い出されると共に、始動口３３に遊技球が入球した場合には、後述する
抽選が開始されることになる。
【００４２】
　尚、上記入賞感知センサにて各々検出された検出結果は、後述する主制御基板に取り込
まれ、該主制御基板よりその都度の入賞状況に応じた払出指令（遊技球の払出個数）が払
出制御基板に送信される。そして、該払出制御基板の出力により所定数の遊技球の払出が
実施される。
　かかる場合、各種入賞口に入賞した遊技球を入賞球処理装置に一旦集め、その入賞球処
理装置で入賞球の存在を１つずつ順番に確認した上で払出を行う従来方式（いわゆる証拠
球方式）とは異なり、本実施の形態のパチンコ機１０では、各種入賞口毎に遊技球の入賞
を電気的に感知して払出が直ちに行われる（すなわち、本パチンコ機１０では入賞球処理
装置を廃止している）。故に、払い出す遊技球が多量にあっても、その払出をいち早く実
施することが可能となる。但し、本発明に従来の「証拠球方式」を適用してもよい。
【００４３】
　また、遊技盤３０の中央には液晶パネルを用いた装飾図柄表示装置４２が配置されてお
り、その左側部には、スルーゲート３４が配置されている。このスルーゲートは、遊技球
の通過によって、所定の抽選が行われて当選が出た結果、後述の始動口３３の羽根物を開
閉作動させる。
　その他に、遊技盤３０の左右下方位置には、上記一般入賞口３１を備えた装飾部材３５
が設けられ、また、遊技盤３０の下部にはアウト口３６が設けられており、各種入賞装置
等に入球しなかった遊技球はこのアウト口３６を通って、遊技盤３０裏面の図示しない球
排出路の方へと案内されるようになっている。さらに、遊技盤３０には、遊技球の落下方
向を適宜分散、調整等するために多数の誘導釘が植設されているとともに、同様の機能を
有する風車３２が配設されている。
【００４４】
　また、遊技盤３０には、遊技球発射装置３８から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ
案内するためのレールユニット５０が取り付けられており、遊技球発射ハンドル１８の回
動操作に伴い発射された遊技球はレールユニット５０を通じて所定の遊技領域に案内され
るようになっている。レールユニット５０はリング状をなす樹脂成型品（例えば、フッ素
樹脂が添加されて成形されたもの）にて構成されており、内外二重に一体形成された内レ
ール５１と外レール５２とを有する。
【００４５】
　なお、レールユニット５０はフッ素樹脂を添加して成形されているので、遊技球の摩擦
抵抗を少なくできる。内レール５１は上方の約１／４ほどを除いて略円環状に形成され、
一部（主に左側部）か内レール５１に向かい合うようにして外レール５２が形成されてい
る。
　かかる場合、内レール５１と外レール５２とにより誘導レールが構成され、これら各レ
ール５１、５２が所定間隔を隔てて並行する部分（向かって左側の部分）により球案内通
路が形成されている。なお、球案内通路は、遊技盤３０との当接面を有した溝状、すなわ
ち手前側を開放した溝状に形成されている。
【００４６】
　内レール５１の先端部分（図４および図５の左上部）には戻り球防止部材５３が取着さ
れている。これにより、一旦、内レール５１および外レール５２間の球案内通路から遊技
盤３０の上部へと案内された遊技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防
止されるようになっている。外レール５２の内側面には、遊技球の飛翔をより滑らかなも
のとするべく、つまり遊技球の摩擦抵抗を少なくするべく、長尺状をなすステンレス製の
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金属帯としての摺動プレートが取着されている。
【００４７】
　また、内レール５１および外レール５２の後側端縁（遊技盤３０に対向する端縁）には
、所定間隔をおいて複数個所に鋲５６が形成されており、内レール５１および外レール５
２は該鋲５６を打ちつけるようにして遊技盤３０に取り付けられている。
【００４８】
　遊技盤３０の右下隅部は、証紙（例えば製造番号が記載されている）等のシール（図示
せず）やプレートを貼着するためのスペースとなっている。遊技盤３０の右下隅部に証紙
等のシールを貼着することで、遊技盤３０と証紙との一義性を持たせることができる。
【００４９】
　次に、遊技領域について説明する。遊技領域は、レールユニット５０の内周部（内外レ
ール）により略円形状に区画形成されている。本実施形態では、遊技領域を、パチンコ機
１０の正面から見て、内レール５１および外レール５２によって囲まれる領域のうち、内
外レール５１，５２の並行部分である誘導レールの領域を除いた領域としている。
　従って、遊技領域と言った場合には誘導レール部分は含まないため、遊技領域の向かっ
て左側限界位置は外レール５２によってではなく内レール５１によって特定される。同様
に、遊技領域の向かって右側限界位置は内レール５１によって特定される。また、遊技領
城の下側限界位置は遊技盤３０の下端位置によって特定される。また、遊技領域の上側限
界位置は外レール５２によって特定される。
【００５０】
　前記樹脂ベースにおいて、窓部孔（遊技盤３０）の下方には、遊技球発射装置（図示せ
ず）より発射された直後に遊技球を案内するための発射レールが取り付けられている。発
射レールは、その後方の金属板を介して樹脂ベースに取付固定されており、所定の発射角
度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成されている。従って、遊技球発射ハンド
ル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは発射レールに沿って斜め上方に打ち
出され、その後前述した通りレールユニット５０の球案内通路を通じて所定の遊技領域に
案内されるようになっている。
【００５１】
　また、発射レールとレールユニット５０（誘導レール）との間には所定間隔の隙間があ
り、この隙間より下方にファール球通路が形成されている。従って、仮に、遊技球発射装
置３８から発射された遊技球が戻り球防止部材５３まで至らずファール球として誘導レー
ル内を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路を介して下皿１５に排出さ
れる。
【００５２】
　ファール球が誘導レール内を逆流してくる際、その多くは外レール５２に沿って流れ、
外レール５２の下端部に到達した時点で下方に落下する。
【００５３】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置には、前面枠１４側の球出口（
上皿１９の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給される。また、遊技球
発射装置には打球槌が設けられ、ソレノイドによる打球槌のスライド動作に伴い遊技球が
発射される。
【００５４】
　また、前面枠１４を閉鎖した状態では、当該前面枠１４の裏面に設けられた球通路樋に
よりシャッタが押し開けられて略水平状態になり、排出口の方へ排出された遊技球はもれ
なく球通路樋を通って上皿１９に排出されるようになる。従って、本パチンコ機１０にお
いては、前面枠１４の開放に際し払出通路内等の遊技球がパチンコ機１０外にこぼれ落ち
てしまうといった不都合が防止できるようになっている。
【００５５】
　前記内枠１２の上側には、前面枠１４が内枠１２に対して開かれたことを検出する前面
枠セット開検出スイッチが設けられている。前面枠１４が開かれると、前面枠セット開検
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出スイッチからホール内（パチンコ店内）用コンピュータヘ出力されるようになっている
。また、前面枠１４が閉じられると、前面枠１４の金属製の補強板が、内枠１２の一対の
金具に接触するようになっており、前面枠１４のアースが確保されている。
【００５６】
　ここで、前述した前面枠１４について、図１乃至図３を参照しつつより詳細に説明する
。
　前面枠１４には前記遊技領域のほとんどを外部から視認することができるよう略楕円形
状の窓部１０１が形成されている。詳しくは、ベース部材が窓部１０１を形成する開口を
備えており、その左右側の略中央部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾曲して細化した
形状となっている。なお、前記略中央部が直線状になるようにしてもよい。
【００５７】
　加えて、前面枠１４には、その周囲（例えばコーナー部分）に、演出装置７００の一つ
として、各種ランプ等の発光部が設けられている。これら発光部は、大当たり遊技状態時
や羽根開放時等における遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御
され遊技中の演出効果を高める役割を果たすものである。例えば、窓部１０１の周縁には
、ＬＥＤ等の発光部を内蔵した環状電飾部１０２が左右対称に設けられ、該環状電飾部１
０２の中央であってパチンコ機１０の最上部には、同じくＬＥＤ等の発光部を内蔵した中
央電飾部１０３が設けられている。
　本パチンコ機１０では、中央電飾部１０３が大当たりランプとして機能し、大当たり遊
技状態時に点灯や点滅を行うことにより、大当たり遊技状態中であることを報知する。さ
らに、上皿１９周りにも、同じくＬＥＤ等の発光部を内蔵した上皿電飾部１０４が設けら
れている。
【００５８】
　その他、中央電飾部１０３の左右側方には、賞球払出し中に点灯する賞球ランプ１０５
と所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ８１０、８１３（ＬＥＤ：後に言及）とが
設けられている。また、環状電飾部１０２の下端部に隣接するようにして、内枠１２表面
や遊技盤３０表面等の一部を視認できるよう透明樹脂からなる小窓部１０７が設けられて
いる。この小窓部１０７の所定箇所を平面状としているので、遊技盤３０の右下隅部に貼
り付けられた証紙などを、小窓部１０７の当該平面状箇所から機械で好適に読み取ること
ができる。更に、遊技領域内にも、入賞口用等の電飾ランプ、ＬＥＤが存在するが、こう
した発光部も演出装置７００の一部を構成する。
【００５９】
　また、図１に示すように、窓部１０１の下方には貸球操作部１２０が配設されており、
貸球操作部１２０には球貸しボタンと、返却ボタンと、度数表示部とが設けられている。
パチンコ機１０の側方に配置された図示しないカードユニット（球貸しユニット）に紙幣
やカード等を投入した状態で貸球操作部１２０が操作されると、その操作に応じて遊技球
の貸出が行われる。球貸しボタンは、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて
貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出
球が上皿１９に供給される。返却ボタンは、カードユニットに挿入されたカード等の返却
を求める際に操作される。
【００６０】
　そして、度数表示部はカード等の残額情報を表示するものである。なお、カードユニッ
トを介さずに球貸し装置部から上皿１９に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆ
る現金機では貸球操作部１２０が不要となる。故に、貸球操作部１２０の設置部分に、飾
りシール等が付されるようになっている。これにより、カードユニットを用いたパチンコ
機と現金機との貸球操作部の共通化が図れる。
【００６１】
（パチンコ機の背面構成）
　図６は、パチンコ機１０の背面図である。先ず、パチンコ機１０の背面構成について全
体の概要を説明する。パチンコ機１０にはその背面（実際には内枠１２および遊技盤３０
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の背面）において、各種制御基板が上下左右に並べられるようにしてまたは前後に重ねら
れるようにして配置されており、さらに、遊技球を供給するための遊技球供給装置（払出
機構）や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。
【００６２】
　本実施形態では、内枠１２または遊技盤３０の裏面に主制御基板、第１副制御基板（音
声ランプ制御基板）、第２副制御基板（表示制御基板）、払出制御基板、発射制御基板お
よび電源基板が設けられている。
【００６３】
　また、発射制御装置３１２により、遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に従い
発射ソレノイドの制御が行われ、電源制御装置３１３により、各種制御装置等で要する所
定の電源電圧が生成され出力される。カードユニット接続基板３１４は、パチンコ機前面
の貸球操作部１２０（図１参照）および図示しないカードユニットに電気的に接続され、
遊技者による球貸し操作の指令を取り込んでそれを払出制御装置３１１に出力するもので
ある。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿１９に遊技球が直接貸し出
される現金機では、カードユニット接続基板３１４は不要である。
【００６４】
　払出制御装置３１１は、上記払出制御基板を透明樹脂材料等よりなる基板ケース３１５
に収容して構成され、発射・電源制御装置３１３は、上記発射制御基板および電源基板を
基板ケース３１６に収容して構成されており、カードユニット接続基板３１４は、基板ケ
ース３１８に収容されている。
【００６５】
　図６に示すように、払出制御装置３１１には状態復帰スイッチ３２１が設けられている
。例えば、払出モーター部の球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ
３２１が押下されると、払出モーターが正逆回転され、球詰まりの解消（正常状態への復
帰）が図られるようになっている。また、電源制御装置３１３にはＲＡＭ消去スイッチ３
２３が設けられている。
【００６６】
　そして、前記内枠１２の外枠１１に対する枢着部７２５（図３参照）に近い前記遊技盤
３０のコーナーが、図４および図５に示すように、略三角形状（遊技盤の中心側は円弧状
）に角落ち７２０されている。前記枢着部７２５は、外枠１1に固定のブラケット（上端
部）（下端部は図外）に、内枠１２に固定の取り付け金具を枢着することで構成されてい
る。
【００６７】
　ここで、上述したエラー状態などの状態報知について図１及び図６に基づいて述べる。
［遊技球の払い出しに関するエラー報知］
（タンク球無し）
　タンク球無しの報知は、タンクとタンクレールに遊技球が無いことを報知するもので、
図１に示す右コーナーＬＥＤ８１０が点灯し、図６に示すモニターＬＥＤ８１１が消灯し
、状態表示８１２が「１」を点滅表示する。
【００６８】
　（下受け皿満タン）
　下受け皿満タンの報知は、図１に示す右コーナーＬＥＤ８１３が点灯し、前記払出制御
装置３１１も受けられたモニターＬＥＤ（図示せず）が消灯する。そして、状態表示８１
２が「２」を点滅表示する。
【００６９】
（払出ユニット異常）
　払出モーター駆動中にも関わらず払出カウントスイッチに遊技球の通過がない状態を示
すもので、右コーナーＬＥＤ８１０が点灯し、モニターＬＥＤ８１１が消灯し、状態表示
８１２が、「３」を点滅表示する。
【００７０】
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［電源に関するエラー報知］
（ヒューズ切れ１及びヒューズ切れ２）
　ヒューズ切れ１は、図６に示す第１ヒューズ８１４に定格以上の電流が流れたとき、ヒ
ューズ切れ２は、第２ヒューズ８１５に以上の定格以上の電流が流れたときに飛んでしま
った状態であるが、このエラー状態報知は、表示されない。
【００７１】
［その他のエラー報知］
　その他のエラーとしては、「ガラス枠開放」、「内枠開放」、「遊技球等貸出装置未接
続」、「遊技球等貸出装置通信異常」、「コマンド異常」、「コネクタ未接続」がある。
そのうち、遊技球等貸出装置が未接続の場合は、モニターＬＥＤ及びモニターＬＥＤ（図
示せず）が消灯する。そして、遊技球等貸出装置通信異常は、前記状態表示８１２が「Ｕ
」を点滅表示する。
　また、コマンド異常は、ハーネスの破損等によるコマンド不良を示すもので、前記状態
表示８１２が「Ｃ」を点滅表示する（電源投入時にコマンド異常になった場合は点灯表示
）。更に、コネクタ未接続は、モニターＬＥＤ（図示せず）が消灯する（ただし、発射動
作中は点滅する）。
　尚、図６において、８１９は、遊技機電源コードを示し、８２０は、電源スイッチを示
し、８２１は、外部接続アース線を示す。
【００７２】
　次に、第１制御基板ユニット２０１について述べるが、これは、主たる制御を司るＣＰ
Ｕ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡ
Ｍ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や
同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を収容してなる主制御装置２
６１が搭載されているものである。
【００７３】
　図７、その他の図面に示すように、前記第１制御基板ユニット２０１は、第１ケース７
０及び第２ケース８５を含む。この実施例では、第１ケース７０が主制御装置２６１の制
御基板（図外）を収容する容積のある方であり、第２ケース８５がその蓋体に相当する方
である。
　この基板ユニット２０１は、前記第１ケース７０側に設けられる第１封止部７１と、前
記第２ケース側に設けられる第２封止部８６と、その第１封止部７１と第２封止部８６と
を連結する封止部材８７とを有し、その封止部材８７によって前記第１封止部７１と第２
封止部８６とが連結されている場合に前記制御基板を取り出すときには基板ユニット２０
１を破壊するか或いは所定の部位を切断することを必要とするものである。
【００７４】
　前記第１ケース７０の第１封止部７１と第２ケース８５の第２封止部８６とは対を成す
もので、この実施例では、個別に使用することのできる５個の封止部（封止、開封の再使
用不可）から構成されており、それぞれを、封止部材８７を用いて封止するよう構成され
たものであり、こうした封止構造は、公知に属するものと変わらないものであるから、こ
こでの詳細説明は省略する。
【００７５】
　図７は、遊技球が流下する遊技領域を前面側に形成してある遊技盤３０の裏面の斜視図
であり、便宜上、その上部に位置する他の構成部材を消去して、その下部に設けた第１制
御基板ユニット２０１及びその近傍を図示している。図８は、遊技盤３０の裏面を別の方
向から見た斜視図であり、図９は、その背面図であり、図１０は、第１制御基板ユニット
２０１を開閉機構４１０から取り外した状態を示す。
　以下の説明において、前記第１制御基板ユニット２０１を基板ケースの名称で説明をす
る。
　先ず、前記基板ケース２０１を遊技盤３０に対して開閉させる開閉機構４１０について
説明する。
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　この開閉機構４１０は、ヒンジ金具４１２と後述の第１係合部４１４とを備え、前記ヒ
ンジ金具４１２は、後に詳述するが、回動連結のための軸４１１(軸形状は図示省略)を備
え、コの字形に折り曲げられた一枚の支持板（約２ｍｍ厚の鋼板）からなる第１部材と、
他端側は、その軸４１１を基点にして回動するように枢着された第２部材とで構成されて
いる。前記軸４１１は、リベット構造（カシメ）であり、その両端部を変形させることよ
って容易に抜き取り出来ないようにされている。
【００７６】
このヒンジ金具４１２について、更に、図１１、図１２及び図１５乃至図１９に基づいて
詳述する。
このヒンジ金具４１２の第１部材がネジ連結部４０１を有し、該ネジ連結部４０１が、後
述の球集合板４６０に対して、その遊技盤３０への取り付け面側から２本のネジ４２１に
よりネジ止めされ、前記球集合板４６０が遊技盤３０の裏面に固定された後には前記ネジ
連結部４０１のネジ連結が解除できないようにすると共に前記球集合板４６０が取り外さ
れた後には該ネジ連結の解除が可能であることで、例えば廃棄処分等において、前記球集
合板４６０（その連結部）を破壊することなく前記ヒンジ金具４１２を取り外し可能とし
、リサイクル性を改善している。
更に、具体的には、前記ネジ連結部４０１は、前記開閉のための前記軸４１１を貫設した
前部連結体４０１Ａ、４０１Ａと、該前部連結体４０１Ａ、４０１Ａに一体のネジ止め部
４０１Ｆと、これに連続する支え部４０１Ｃ（図１９参照）とを有し、且つ、該ネジ連結
部４０１のネジ止め部４０１Ｆは、平板状体で構成され、その一端部の両側部から前記前
部連結体４０１Ａ、４０１Ａが、側面視でコの字型を呈するように、夫々折り曲げ形成さ
れ、前記支え部４０１Ｃも平板状体で構成されている。
【００７７】
また、前記ヒンジ金具４１２の第２部材が、やはり実質的にコの字型を呈するように夫々
折り曲げ形成された後部連結体４０１Ｂ、４０１Ｂを有し、該後部連結体４０１Ｂ、４０
１Ｂは、これに一体の支持面部４０１Ｄを介して、前記第１係合部４１４に繋がり、前記
支持面部４０１Ｄが後述の連結台座部材４３０の側面を接当支持している。更に、前記基
板ケース２０１の一側部側に位置する前記ヒンジ金具４１２の後部連結体４０１Ｂは、前
記基板ケース２０１の一側部側に位置する前記前部連結体４０１Ａの外側に位置されて軸
支され、該後部連結体４０１Ｂから第１係合部４１４にかけてその横断面がＬ型に形成さ
れ、前記第１係合部４１４が前記後部連結体４０１Ｂから所定距離離れた位置に設けられ
ている。
更に、前記ヒンジ金具４１２には補強体４０１Ｅが設けられ、後述のボックス基台５０１
及び前記基板ケース２０１の被覆状態において、該補強体４０１Ｅが前記ボックス基台５
０１の一部（凹部）に入りこんでいる。
　尚、前記ヒンジ金具４１２の２本の軸４１１は、夫々カシメにより前記前部連結体４０
１Ａ、４０１Ａ及び前記後部連結体４０１Ｂ、４０１Ｂに対して位置固定されているが、
この軸４１１は、前記前部連結体４０１Ａ、４０１Ａ及び前記後部連結体４０１Ｂ、４０
１Ｂの間隔が確定的なものであるところから、１本の軸であってもカシメによる枢支連結
が十分に可能であるので、１本の軸が用いられてもよい。
【００７８】
　前記ヒンジ金具４１２のネジ連結部４０１のネジ止め部４０１Ｆの底部部分には２個の
ネジ孔４２２が設けられ、遊技盤３０の裏面に固定される球集合板４６０（遊技盤３０の
前面の入賞口に入球した遊技球を遊技盤裏面において集合させて排出する通路を形成して
いるもの）に対してネジ固定される。
【００７９】
ここで、台座部材としての前記球集合板４６０について説明する。
前記球集合板４６０は、遊技盤３０の前面から一般入賞口、始動口、大入賞口から裏面に
抜けた遊技球を案内する球集合樋を形成した樋形成側部４６０Ａと、電気部品を敷設する
電気部品敷設側部４６０Ｂとの二層構造（遊技機表裏の方向）となっており、前記樋形成
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部４６０Ａが遊技盤３０に直接固定され、電気部品敷設部４６０Ｂは、この樋形成部４６
０Ａの裏面に嵌合され、一体ユニット化される構成となっている。そして、前記連結台４
０２は、前記樋形成側部４６０Ａの一側に設けられている。
そして、この電気部品敷設部４６０Ｂに敷設される電気部品としては、中継基板４７０を
はじめとして、一般入賞口の入賞検知センサ、始動口３３の入賞を検知するセンサ、可変
入賞装置（大入賞口）等がある。
【００８０】
次に、ボックス基台５０１について述べる。
このボックス基台５０１は、基板ケース２０１の支持基台として機能するものであり、前
記球集合板４６０を略被覆する大きさに構成され、その表面側は、区画リブが設けられて
強度向上を図ったおり、また、その長手方向の一端、ここでは、上記ヒンジ金具４１２と
は反対側において、前記球集合板４６０の樋形成側部４６０Ａに形成された軸受け部５０
２に回動自在に軸支、連結され、これにより前記球集合板４６０に対して開閉自在とされ
ている。前記基板ケース２０１は、このボックス基台５０１が閉じられ、前記球集合板４
６０を被覆した状態で、その上から回動によって、該ボックス基台５０１の上部を覆う状
態となる。
【００８１】
　次いで、前記ヒンジ金具４１２の固定構造について述べる。
図７乃至図１９に示すように、前記ヒンジ金具４１２のネジ連結部４０１は、前記球集合
板４６０（台座部材）に対して、その遊技盤３０（遊技部材）への取り付け面側からネジ
止めされ、前記球集合板４６０が遊技盤３０の裏面に固定された後には前記ネジ連結部４
０１のネジ連結が解除できないようにすると共に前記球集合板４６０が取り外された後に
は該ネジ連結の解除が可能であることで、例えば廃棄処分等において、前記球集合板４６
０を破壊することなく前記ヒンジ金具４１２を取り外し可能とするために、次の構造を採
用している。
【００８２】
　即ち、前記球集合板４６０の裏面に、遊技機裏面側に向けて、約５０ｍｍの高さに突出
する連結台４０２が、その前面側に空間を形成する状態で球集合板４６０と一体成型によ
り設けられている。
　そして、この連結台４０２には、前記ネジ連結部４０１のネジ止め部４０１Ｆ及び前部
連結体４０１Ａ、４０１Ａを挿入するための縦スリット４０３が、遊技盤３０の平面に略
平行な方向で形成され、また、前記ネジ連結部４０１の前部連結体４０１Ａ、４０１Ａを
挿入するための横スリット４０４、４０４が、遊技盤３０の平面に略直行する方向で前記
縦スリット４０３に連続する状態で形成され、且つ、前記連結台４０２の上部に、前記ネ
ジ止め部４０１Ｆを前面側からの螺合で支持するネジ受け部４０５が設けられている。こ
のネジ受け部４０５に２本のネジを螺合させるボス部が備えられており、その背面視（台
の頂部から見た）では、凹の形状を呈し、その二つの突出部がその切り欠き貫通部を残し
て連結台４０２の壁面に一体的形成され、残る三辺が前記縦スリット４０３と横スリット
４０４、４０４によって連結台４０２の壁面から離れ、所謂片持ち支持の構造となってい
る。このように、前記縦スリット４０３と横スリット４０４、４０４は、ネジ受け部４０
５の成型によって形成されるもので、その意味ではスリットと呼称するのに代えて、前記
ヒンジ金具４１２の取り付け用の挿入溝と言える。
【００８３】
また、前記縦スリット４０３が位置する連結台４０２の一側部（球集合板４６０の中心側
に位置）に、該縦スリット４０３への前記ネジ止め部４０１Ｆの挿入後において外部に位
置する前記支え部４０１Ｃに接当して支持する支持台部４０６が前記連結台４０２と一体
的に形成されている。勿論、この支持台部４０６が連結台４０２と分離される構造として
も、機能上問題はない。
更に、前記連結台４０２の横スリット４０４、４０４に対応する内部位置で、且つ、前記
支持台部４０６の上面の延長線上で、前記ネジ連結部４０１の両側部を案内する細幅のガ
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イドリブ４０７、４０７が夫々設けられている。
また、前記連結台４０２の内部で、前記ネジ連結部４０１が挿入される奥側の内面壁の幅
方向略中央位置に、上下の方向に伸びる１本の補強リブ４０８が形成され、該補強リブ４
０８の上端部が前記ネジ止め部４０１Ｆを下方から支持する位置に終端し、前記ネジ受け
部４０５の下面との間にネジ止め部４０１Ｆを挿入できる間隙を残している。
【００８４】
上記開閉機構４１０の第１係合部４１４について述べる。
この第１係合部４１４は、前記ヒンジ金具４１２の後部連結体４０１Ｂと、支持面部４０
１を介在させて、反対側に位置され、１枚の板状体で、先端が対向する鉤爪状の二股状係
合片４１４Ａに構成されている。この二股状の係合片４１４Ａは、前記ヒンジ金具４１２
の軸４１１と平行な方向に延び、従って、後述の連結台座部材４３０の第２係合部４３３
との係合は、前記基板ケース２０１の幅方向（遊技機の上下の方向）に沿って行われるこ
とになる。
【００８５】
　上記球集合板４６０については、その外周部の複数個所を遊技盤３０に対して固定する
が、そのうちの少なくとも一つが固定解除できないように、破断ネジ等でするか、ビス留
めしたあと、ビス頭部を覆うキャップを取り付けるようにする等して、球集合板４６０が
遊技盤３０から容易に外されるのを防止する構造としてもよい。
　そして、上記第１係合部４１４の係合片４１４Ａは、後述の第２係合部４３３の舌片４
３３ａ、４３３ｂとでもって、第１係合部４１４の抜け出し防止の規制機構４４０を構成
する。
【００８６】
　次に、連結台座部材４３０について述べる。
　この連結台座部材４３０は、前記開閉機構４１０と前記基板ケース２１０とにそれぞれ
連結されるものであり、言わば従来から用いられていた基板ケース２０１を取り付けるた
めの台座に相当するものであって、合成樹脂で成型されており、ここでは、幅は、基板ケ
ース２０１の半分以下で、上下の長さは、その三分の一程度の小型のものであり、基板ケ
ース２０１の第２ケース８５の一端側のコーナー（背面視、左下方位置のコーナー）に位
置され、その基板ケース２０１の側面に沿う側の一部が開放され、図１８にも示すように
、区画壁を形成する補強のためのリブが多数設けられ、また、破断ネジを収容する収容部
４３５、４３５、４３５が形成されており、そこに破断ネジ（図示せず）がセットされる
ものであるが、周壁、リブの端面は同じレベルに形成され、第２ケース８５の側面に密着
接当可能にされており、反対側の側面（ボックス基台５０１側）は、略平坦に形成されて
いる。
【００８７】
　前記基板ケース２０１のうち、前記連結台座部材４３０と連結封止される部位である第
１連結封止部４５０が、その第２ケース８５の一端側のコーナー（背面視、左下方位置の
コーナー）に設けられており、ここでは該基板ケース２０１の幅方向に、所定の間隔を隔
てて４個突設されている。この第１連結封止部４５０は、第１ケース７０の第１封止部７
１と第２ケース８５の第２封止部８６との位置と平面視で位相がずれるように変位して配
置されており、従って、基板ケース２０１を背面（遊技機の背面から）から見たときに、
前記第１封止部７１と第２封止部８６に重なることなく、視認できる状態にある。
　即ち、前記第１封止部７１と第２封止部８６の位置する側に前記第１連結封止部４５０
及び第２連結封止部４３２が配置され、且つ、前記基板ケース２０１の背面視（正面）に
おいて、前記第１、及び第２連結封止部４５０、４３２（こちらは極一部が見える）が見
えるように、前記第１、及び第２封止部７１、８６と平面位相をずらせて配置（４個はが
連続して直線状に並ぶ）されているのである。
【００８８】
　そして、前記連結台座部材４３０には、前記基板ケース２０１の前記第１連結封止部４
５０と連結封止される部位である第２連結封止部４３２が、ここでは、４個が、前記４個
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の第１連結封止部４５０と対応する位置に突設されている。そして、前記前記第１、及び
第２連結封止部４５０、４３２は、破断ネジ（頭部が千切れる）を用いて連結封止される
が、そのネジは、第２ケース８５の側から挿入される。
【００８９】
　前記連結台座部材４３０の内部に、前記開閉機構４１０の前記第１係合部４１４と係合
する部位である第２係合部４３３が設けられる。この第２係合部４３３は、この実施例で
は、前記連結台座部材４３０の本体とは別体成型の後述する第２被覆部材４３０Ｂに取り
付けられる。勿論、別体の第２被覆部材４３０Ｂが存在せず、第２係合部４３３Ａ，４３
３Ｂが連結台座部材４３０の樹脂成型時に埋め込たり、或いは、それ自体の弾性変形を利
用して、連結台座部材４３０に形成された挿入部４３４の内部に挿入設置されるように構
成されてもよいものである。
【００９０】
　前記第２係合部４３３は、ここでは、弾性を備えた一枚の薄い板体（鋼板）で構成され
、その所定箇所を、前記第1係合部の進行方向側が遊端部となるように、コの字に打ち抜
いて舌片４３３ａ，４３３ｂを形成し、該舌片４３３ａ，４３３ｂを、コの字の付け根部
で曲げることで弾性係合爪を形成し、且つ、前記第１係合部４１４を金属製の平板状体で
構成し、そこに先端が対向する鉤爪状の二股状の係合片４１４Ａを形成することによって
、該係合片４１４Ａに前記舌片４３３ａ，４３３ｂの係合爪を係合させ、それぞれ抜け出
し防止の規制機構４４０を構成しているのである。そして、前記開閉機構４１０の前記第
１係合部４１４を挿入して前記連結台座部材４３０の内部の前記第２係合部４３３に係合
させるために前記連結台座部材４３０に、挿入部４３４が形成されている。
【００９１】
　このように、前記規制機構４４０は、前記第１係合部４１４と前記第２係合部４３３と
の係合において、前記開閉機構４１０の第１係合部４１４が前記挿入部４３４に挿入され
て前記第２係合部４３３と係合されたあとにその挿入方向とは逆の抜き出す方向への移動
を規制するものである。
【００９２】
　ここで、更に、前記連結台座部材４３０について詳述する。前記連結台座部材４３０は
、前記基板ケース２０１よりも小さく構成され、前記基板ケース２０１のうち、上述のよ
うに基板ケース２０１の裏面側で一端側、即ち、一端側のコーナー（背面視、左下方位置
のコーナー）に寄せて位置され、封止、連結されるように構成されているものである。前
記第２係合部４３３を被覆するべく前記連結台座部材４３０には被覆部材４３０Aおよび
第２被覆部材４３０Ｂが備えられている。この被覆部材４３０Aと第２被覆部材４３０Ｂ
とは別体構成とされ、且つ、その少なくとも一方、ここでは前記第２被覆部材４３０Ｂに
凹面が形成され、他方、即ち、被覆部材４３０Aに対向するよう組み合わせることで前記
第１係合部を挿入するための前記挿入部４３４を形成している。具体的には、前記挿入部
４３４は、その入口が、入口側から内部に向かって幅狭となるようにテーパ状に形成され
、且つ、挿入方向に沿って複数、ここでは４本の案内リブが形成されている。図中、４３
０Dは、前記第２被覆部材４３０Ｂの側部に設けた係合突片であり、はめ込みに際して、
前記被覆部材４３０Aの対応する箇所に係合される。
【００９３】
　そして、この被覆部材４３０Aに、前記第２係合部４３３が設けられるが、その第２係
合部４３３の薄板を、被覆部材４３０Aに形成した係止突片４３０Cに、その入口４３４Ａ
の側からスライド挿入して係止させる。
　前記第２被覆部材４３０Ｂは、前記被覆部材４３０Aよりも小さく構成され、前記連結
台座部材４３０と前記基板ケース２０１とが連結した状態においては、前記被覆部材４３
０Aの取り外し方向側に前記基板ケース２０１が位置された状態となり、前記基板ケース
２０１と前記被覆部材４３０Aとにより被覆された状態となるように構成されているもの
である。　
【００９４】
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　上述のように、前記基板ケース２０１を、前記球集合板４６０の少なくとも一部を被覆
する状態と露出する状態とに開閉するための開閉機構４１０が設けられ、前記開閉機構４
１０と前記基板ケース２０１とにそれぞれ連結される連結台座部材４３０が設けられ、更
に、前記基板ケース２０１は、前記連結台座部材４３０と連結封止される第１連結封止部
４５０を備え、前記連結台座部材４３０は、前記基板ケース２０１と連結封止される第２
連結封止部４３２と前記開閉機構４１０に対する第２係合部４３３とを備え、前記開閉機
構４１０は、前記第２係合部４３３に係合する前記第１係合部４１４と、開閉のための軸
を有するヒンジ金具４１２とを備え、該ヒンジ金具４１２の一方がネジ連結部４０１を有
し、前記開閉機構４１０の第１係合部４１４と前記連結台座部材４３０の第２係合部４３
３は、両者が一旦係合された後は破壊等強制解除の痕跡を残すことなく解除できないよう
に構成されており、前記ネジ連結部４０１が、前記球集合板４６０に対して、その遊技盤
３０への取り付け面側からネジ止めされ、前記球集合板４６０が遊技盤３０の裏面に固定
された後には前記ネジ連結部４０１のネジ連結が解除できないようにすると共に前記球集
合板４６０が取り外された後には該ネジ連結の解除が可能であることで、前記球集合板４
６０を破壊することなく前記ヒンジ金具４１２を取り外し可能としたことにより、遊技機
の開閉式の基板ケース２０１のヒンジ金具４１２の取り付けをネジで行いながら組み付け
完了後は取り外し不能として不正対策に寄与でき、また、必要に応じて球集合板４６０を
破壊しないでネジを取り外すことで、球集合板４６０から取り外し可能とし、リサイクル
性を向上させることができるのである。
　そして、ヒンジ金具４１２は、そのネジ連結部４０１のヒンジ金具４１２のカシメを行
った後の状態で連結台４０２に対して差し込み、しかる後にその遊技盤３０への取り付け
面側から連結台４０２に対してネジ止めすることができる予め一体化させた状態での装着
方式を採っているので、連結台４０２へのネジ止め後に球集合板４６０を持った状態でヒ
ンジ金具４１２のカシメを行わなければならないという煩わしさはなく、ヒンジ金具４１
２の連結台４０２への装着が容易に行い得るものでありながら、不正対策を可能にできる
ものである。
【００９５】
　そして、前記球集合板４６０の裏面に、遊技機裏面側に向けて突出する連結台４０２が
、その前面側に空間を形成する状態で一体成型により設けられており、前記ネジ連結部４
０１は、前記開閉のための軸を貫設した前部連結体４０１Ａ、４０１Ａと、該前部連結体
４０１Ａ、４０１Ａに一体のネジ止め部４０１Ｆとを有し、前記連結台４０２には、前記
ネジ連結部４０１のネジ止め部４０１Ｆ及び前部連結体４０１Ａ、４０１Ａを挿入するた
めの縦スリット４０３が、遊技盤の平面に略平行な方向で形成され、また、前記ネジ連結
部４０１の前部連結体４０１Ａ、４０１Ａを挿入するための横スリット４０４、４０４が
、遊技盤３０の平面に略直行する方向で前記横スリット４０４、４０４に連続する状態で
形成され、且つ、前記連結台４０１の上部に前記ネジ止め部４０１Ｆを前面側からの螺合
で支持するネジ受け部４０５が設けられていることで、球集合板４６０にヒンジ金具４１
２（ネジ止め部４０１Ｆと前部連結体４０１Ａ、４０１Ａ）の取り付けを行うに、成型で
はあるが台構造とし、ヒンジ金具４１２の位置を所要高さに設定できながら該連結台４０
２に縦、横スリット４０３、４０４、４０４を形成して差し込むように構成したことによ
って、連結台４０１の強度を確保し、且つ、ヒンジ金具４１２を球集合板４６０と一体成
型するのではなく後付けできるようにするものでありながら、ヒンジ金具４１２の一部を
連結台４０１の内側においてネジ止めでき、遊技機の前面側からのネジ止めで遊技盤３０
に対する球集合板４６０の取り付け後は外部からネジを外せないようにすることができた
。これによって、破断ネジを用いる必要もなく、又、ヒンジ金具４１２を一体成型で埋め
込んでしまうことなく、必要に応じて取り外しすることができる。
【００９６】
　また、前記ネジ受け部４０５は、前記縦スリット４０３及び横スリット４０４、４０４
を形成するようにして前記連結台４０１の上部に、その一側部で片持ち支持されるように
一体成型されており、前記ネジ連結部４０１は、前記ネジ止め部４０１Ｆに連続して延設
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された支え部４０１Ｃを有し、前記縦スリット４０３が位置する連結台４０２の一側部に
、該縦スリット４０３への前記ネジ止め部４０１Ｆの挿入後において外部に位置する前記
支え部４０１Ｃに接当して支持する支持台部４０６が前記連結台４０１と一体的に形成さ
れていることにより、ヒンジ金具４１２を差込方式で後付けできるように、前記縦スリッ
ト４０３及び横スリット４０４、４０４を形成したことで、そのネジ受け部４０５は結果
として片持ち支持される構造となり、その為、ここにネジ止めされたヒンジ金具４１２の
ネジ連結部４０１に、その前部連結体４０１Ａ、４０１Ａを介して伝わる基板ケース２０
１等の荷重（基板ケース２０１の特に閉鎖時にも曲げモーメントが作用する）が、その片
持ち支持のネジ受け部４０５を連結台内方に向けて折るように作用することになるのであ
るが、これを、前記支え部４０１Ｃを介して、前記支持台部４０６で受け止め、前記ネジ
受け部４０５が撓まないように支持することができるのである。この際、前記支持台部４
０６が前記連結台４０１と一体的に形成されていることで、十分な強度でもって、荷重に
対向してネジ受け部４０５を保護できるのである。
【００９７】
更に、前記ネジ連結部４０１のネジ止め部４０１Ｆは、平板状体で構成され、その一端部
の両側部から前部連結体４０１Ａ、４０１Ａが、側面視でコの字型を呈するように、夫々
折り曲げ形成されているので、ヒンジ金具４１２のネジ連結部４０１を、平板状体を折り
曲げた簡単な構造で得ることができると共にコの字型として支持強度を発揮させることが
できる。
そして、前記ヒンジ金具４１２の他方が後部連結体４０１Ｂ、４０１Ｂを有し、該後部連
結体４０１Ｂ、４０１Ｂは、これに一体の支持面部４０１Ｄを介して、前記第１係合部４
１４に繋がり、前記支持面部４０１Ｄが前記連結台座部材４３０の側面を接当支持してい
るので、ヒンジ金具４１２の他方が後部連結体４０１Ｂ、４０１Ｂを有し、これに支持面
部４０１Ｄが一体となっていて、この部分が連結台座部材４３０の側面に接当されること
で、基板ケース２０１の開閉に際して、この支持面部４０１Ｄを介して開閉力を伝達でき
て、第２係合部４３３のみに力が作用することがないようにして、支持力を分散させるこ
とができるのである。
【００９８】
　また、前記基板ケース２０１よりも前方側において、ボックス基台５０１が、前記球集
合板４６０を直接に被覆する状態と露出する状態に開閉するように、前記基板ケース２０
１の前記ヒンジ金具４１２とは反対側において回動自在に設けられ、前記ヒンジ金具４１
２には補強体４０１Ｅが設けられ、前記ボックス基台５０１及び基板ケースの被覆状態に
おいて、該補強体４０１Ｅが前記ボックス基台５０１の一部（凹部）に入りこんでいるこ
とにより、ボックス基台５０１により球集合板４６０が被覆される構成において、前記ヒ
ンジ金具４１２の補強体４０１Ｅがボックス基台５０１の一部に入り込む構造としたこと
で、ヒンジ金具４１２に加わる荷重を、ボックス基台５０１に伝達して分散支持させるこ
とが出来るのである。尚、この補強体４０１Ｅのボックス基台５０１への入り込みとして
は、ボックス基台５０１に凹部を形成してもよく、壁面にスリットを形成してもよく、荷
重が作用したときの僅かの撓みにより生じる接当状態で支持作用が得られればよくて、常
時接触状態でなくともよい。
【００９９】
更に、前記連結台４０２の横スリット４０４、４０４に対応する内部位置で、且つ、前記
支持台部４０６の上面の延長線上で、前記ネジ連結部４０１の両側部を案内するガイドリ
ブ４０７、４０７が夫々設けられているので、ヒンジ金具４１２のネジ連結部４０１を縦
、横スリット４０３、４０４、４０４を通して連結台４０２に挿入する際に、そのネジ連
結部４０１のネジ止め部４０１Ｆとこれに連続して延設された支え部４０１Ｃを前記支持
台部４０６の上面に載せ、滑らせて挿入して行くと、その支持台部４０６の上面を過ぎた
ところからは、そのネジ止め部４０１Ｆの両側部分を前記ガイドリブ４０７、４０７に乗
せて案内させながら連結台４０２の内部へとスムースに挿入することができる。
【０１００】
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また、前記連結台４０２の内部で、前記ネジ連結部４０１が挿入される奥側の内面壁の幅
方向略中央位置に、上下の方向に伸びる補強リブ４０８が形成され、該補強リブ４０８の
上端部が前記ネジ止め部４０１Ｆを下方から支持する位置に終端しているので、ネジ連結
部４０１を連結台４０２の内部に挿入したときに位置を安定させることができ、以って、
ネジ止め部４０１Ｆのネジ受け部４０５に対するネジ止め作業を楽に行い得ると共にネジ
連結部４０１の端部を支持することでのネジ受け部４０５の荷重による撓みに対抗するこ
とができるのである。
【０１０１】
　そして、前記基板ケース２０１の一側部側に位置する前記ヒンジ金具４１２の後部連結
体４０１Ｂ、４０１Ｂは、前記基板ケース２０１の一側部側に位置する前記前部連結体４
０１Ａ、４０１Ａの外側に位置されて軸支され、該後部連結体４０１Ｂ、４０１Ｂから第
１係合部４１４にかけてその横断面がＬ型に形成され、前記第１係合部４１４が前記後部
連結体４０１Ｂ、４０１Ｂから所定距離離れた位置に設けられているので、ヒンジ金具４
１２による基板ケース２０１の支えを、基板ケース２０１の長手方向の略中間部側にする
ことによって、例えば基板ケース２０１の長手方向側の端部での連結支持に比べて、安定
支持できることになるが、そのために前記第１係合突片部４１４を後部連結体４０１Ｂ、
４０１Ｂから所定距離だけ離すようにする必要があり、この部分をＬ型構造とすることで
、出来るだけ軽量化しながら十分な強度を付与できて、基板ケース２０１の支持を強固に
安定させることができるのである。
【０１０２】
また、前記ヒンジ金具４１２の２本の軸４１１、４１１(軸形状は図示省略)は、夫々カシ
メにより前記前部連結体４０１Ａ、４０１Ａ及び前記後部連結体４０１Ｂ、４０１Ｂに対
して位置固定されるものであるから、その連結は一端行われると解除できないものであり
、これにより、ネジ連結などのヒンジ金具では容易に分離されて基板ケースを取り替えら
れてしまう危険性を回避できることになり、このヒンジ金具４１２をターゲットとした不
正を回避できるものである。
【０１０３】
（特徴構成）
　本実施形態のパチンコ機１０においては、図４および図５に示すように、可変表示装置
の表示部の周囲にセンターフレーム４３が配置され、図２０、図２１、図２９および図３
０に示すように、裏面側にはシャッタユニット４４が配置されている。
【０１０４】
　図４および図５に示す可変表示装置ユニット３５は、遊技領域の中央部に配置され、遊
技領域内の大きな面積を占める大型の役物となっており、電動役物ユニットあるいはセン
ター役物とも称される。この可変表示装置ユニット３５は、表示部として装飾図柄表示装
置４２を中央に備え、該装飾図柄表示装置４２の上辺部、下辺部、左辺部および右辺部を
センターフレーム４３で包囲するようにして構成されている。センターフレーム４３は、
図２２ないし図２８に示すように、装飾図柄表示装置４２が配置される概略横長の楕円形
状の開口を内側に包含する枠状の部材となっていて、右側部は遊技領域の右側部分をほぼ
覆うように幅広に形成されるとともに若干下方に延出し、全体として正面視概略「９」の
字形状の外形を有している。また、外周にはネジ孔を有するフランジ４３Ｆが設けられて
おり、木ネジ等により遊技盤３０上に前方側から固定されるようになっている。
【０１０５】
　図２２ないし図２８に示すように、センターフレーム４３の上端縁の右側部分は、左側
部分よりも一段高く上方へ膨出して膨出部３７１を形成している。この膨出部３７１には
、前面部に引き戸状に開閉可能に構成された扉部材（図示せず）が配置されるとともに、
該扉部材より後方には光透過性を有する樹脂を成形してなり表面に図柄が形成された装飾
部材（図示せず）が配置されており、扉部材が開いた状態では該装飾部材が露出し、さら
に該装飾部材には裏側からＬＥＤにより光が照射されて該装飾部材の前方へ透過し、これ
により効果的に演出がなされるようになっている。
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【０１０６】
　センターフレーム４３の外周縁には、図２２、図２９および図３０に示すように、左側
端部から上端部を経て右側部分の下端部まで一定幅で細長に延びる上側端面３７２が形成
されている。センターフレーム４３の上方へ飛来した遊技球は、上記上側端面３７２上を
転動して右下または左下へ流下する。
【０１０７】
　図２２ないし図２８に示すように、センターフレーム４３の概略楕円形状の開口には、
該開口にほぼ等しい寸法、形状を有する透明樹脂板３９０が裏側から取り付けられて該開
口の裏面側を覆い、該開口の最内奥部よりも後方へ遊技球が進入しないように遮蔽してい
る。
【０１０８】
　図２２および図２４に示すように、センターフレーム４３における前記上側端面３７２
の左端部の直下部には入球口３９１が形成され、該入球口３９１は、センターフレーム４
３の左側部の内部に形成された球誘導路に連通している。該球誘導路は、センターフレー
ム４３の左側部に沿って下方に延び、下端部に、図２９および図３０にも示すようにセン
ターフレーム４３の中央側にむけて開口する袖開口３９３が形成されている。
【０１０９】
　センターフレーム４３の下側部には、遊技球が左右に転動するステージ（転動面部）４
２９Ｈ、４２９Ｌが形成されている。該ステージ４２９Ｈ、４２９Ｌは、横長の楕円形状
に形成されたセンターフレーム４３の外形の下側部に沿った円弧形状に形成され、内周側
（上側）の上ステージ４２９Ｈと、該上ステージ４２９Ｈから間隔をおいて外周側（下側
）に形成された下ステージ４２９Ｌとにより上下２段に構成されており、後側端縁は基本
的に前記透明樹脂板３９０の表面に当接している。上ステージ４２９Ｈは、両側から中央
にむかって、前記透明樹脂板３９０の表面に当接しながら、下方に緩やかに湾曲する円弧
形状をなして延びているが、中央部すなわち下端部は、前方に湾曲しながら迫り出して、
透明樹脂板３９０の表面から前方に離間するように形成され、透明樹脂板３９０の表面と
の間に落下孔４２９Ｐが形成されている。下ステージ４２９Ｌは、全体的に下方に緩やか
に湾曲する円弧形状を有し、中央部すなわち下端部には、前方に若干下傾する溝状誘導部
が形成されている。
【０１１０】
　上記入球口３９１に入球した遊技球は、球誘導路内を流下し、上記袖開口３９３から上
ステージ４２９Ｈへ案内される。袖開口３９３から出てきた遊技球は、上ステージ４２９
Ｈ上を左右に往復するように転動し、その途上で前記落下孔４２９Ｐから下ステージ４２
９Ｌへ落下し、該下ステージ４２９Ｌ上を左右に往復するように転動して、その途上で前
面側へ転落するか、あるいは、稀に中央でうまく前記溝状誘導部により案内されて前面側
へ排出され、直下に位置する第１の始動入賞装置３３に高確率で入球することとなる。
【０１１１】
　センターフレーム４３は、図２９および図３０にも示すように、遊技盤３０の貫通孔に
前側から挿入するようにして取り付けられている。遊技盤３０の裏面側には、貫通孔を覆
うようにしてシャッタユニット４４が取り付けられている。
【０１１２】
　シャッタユニット４４は、図３１ないし図４３に示すように、遮蔽部材（シャッタ）４
４１、４４２を開閉可能に支持する装置であり、遊技盤３０の貫通孔の大部分を包含する
概略矩形状の枠状に構成されている。
【０１１３】
　図４２および図４３に示すように、シャッタユニット４４の左側にはレール形成部材４
４３Ｌが配置されている。レール形成部材４４３Ｌは、上下にやや長く延び、上端部に、
上下方向にやや幅狭で後方にやや長く延出する上延出部４４３Ｔを有するとともに、下端
部に、上下方向にやや幅広で後方にやや短く延出する下延出部４４３Ｂを有する、概略コ
字形状の平板状に樹脂を成形してなる部材であり、シャッタユニット４４の左側面部を構



(20) JP 5136767 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

成している。
　レール形成部材４４３Ｌの内側面には、前側端縁に沿って上下に直線状に延びる縦レー
ル４４３Ａが形成され、該縦レール４４３Ａの上端部および下端部にそれぞれ隣接して後
方に延びる上レール４４３Ｂおよび下レール４４３Ｃが形成されている。縦レール４４３
Ａは、レール形成部材４４３Ｌを厚み方向に貫通するように形成され、また、中央部に仕
切板４４３Ｓが形成されて上下に仕切られている。上レール４４３Ｂは、縦レール４４３
Ａの中央よりやや上方の高さ位置から、該縦レール４４３Ａの後側に隣接しながら上方に
延び、縦レール４４３Ａの上端近傍の高さ位置で後方に湾曲するように屈曲し、この屈曲
部分から、前記上延出部４４３Ｔ内を緩い角度で上傾しながら後方に延びていて、全体と
して「へ」の字形状をなすように形成されている。下レール４４３Ｃは、縦レール４４３
Ａの下端よりやや上方の高さ位置において該縦レール４４３Ａの後側に隣接する位置から
、前記下延出部４４３Ｂ内を急角度で下傾しながら後方に直線状に延びるように形成され
ている。
　レール形成部材４４３Ｌの内側面において、上記縦レール４４３Ａ、上レール４４３Ｂ
および下レール４４３Ｃにより前側、上側および下側を包囲される領域には、この領域に
対応する形状を有する平板状の内装部材４４４Ｌが取り付けられる。
【０１１４】
　レール形成部材４４３Ｌの外側すなわち左側には、シャッタ駆動機構４４５Ｌが設けら
れている。シャッタ駆動機構４４５Ｌは、左右方向の軸を中心に回転するピニオン４４６
Ｌ、該ピニオン４４６Ｌに前後両側から噛み合うように対向配置され互いに逆方向に上下
動する２本のラック４４７Ｔ、４４７Ｂ、上記両ラック４４７Ｔ、４４７Ｂを両側からス
ライド自在に保持するラック保持部材４４８Ｌ、上記ピニオン４４６Ｌに連結されたモー
タ４４９Ｌ等を含んで構成されている。
【０１１５】
　シャッタユニット４４の右側には、上記左側のレール形成部材４４３Ｌ、内装部材４４
４Ｌおよびシャッタ駆動機構４４５Ｌとほぼ左右対称に構成されたレール形成部材４４３
Ｒ、内装部材４４４Ｒおよびシャッタ駆動機構４４５Ｒが配置されている。
【０１１６】
　上記左右両側のレール形成部材４４３Ｒ、４４３Ｌの各々の上端縁の間、ならびに各々
の上延出部４４３Ｔの延出端縁の間には、それぞれ板金よりなる補強板４５０、４５１が
架設されるとともに、各々の下延出部４４３Ｂの前後両端縁の間には、それぞれ板金より
なる補強板４５２、４５３が架設され、これによりシャッタユニット４４が必要な強度を
有する枠体として構成されている。なおレール形成部材４４３Ｒ、４４３Ｌの下延出部４
４３Ｂの前端縁は下レール４４３Ｃに沿って傾斜するように形成され、後端縁は垂直に延
びるように形成されており、これにより上記補強板４５２、４５３は下方へかけて漸次幅
狭となる概略谷形状をなすように配置されている。また、左右両側のレール形成部材４４
３Ｒ、４４３Ｌの各々の後端縁（上延出部４４３Ｔと下延出部４４３Ｂとの間の端縁）の
間には、樹脂を矩形状に成形してなる内側装飾枠部材４５４および外側枠部材４５５が、
前後にこの順に重ねるようにして架設されている。さらに、シャッタユニット４４の上面
部および両側面部の最外部には、それぞれ樹脂よりなる固定部材４５６、４５７Ｒ、４５
７Ｌが取り付けられている。該固定部材４５６、４５７Ｒ、４５７Ｌにはそれぞれフラン
ジが形成されていて遊技盤３０の裏面に木ネジにより固定されるようになっているととも
に、両側面部の固定部材４５７Ｒ、４５７Ｌにはそれぞれモータ４４９Ｌ、４４９Ｒが支
持固定され、上面部および両側面部の固定部材４５６、４５７Ｒ、４５７Ｌには該モータ
４４９Ｌ、４４９Ｒを駆動させるための電気部品を搭載する基板（図示せず）が支持固定
されるようになっている。
【０１１７】
　シャッタユニット４４の下には、図２９および図３０に示すように、前述の球集合板４
６０が配置され、該球集合板４６０は遊技盤３０の裏面に固定されており、シャッタユニ
ット４４は、該球集合板４６０の上端面に当接するようにして配置されている。この構成
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により、シャッタユニット４４を遊技盤３０の裏面に取り付ける際に、シャッタユニット
４４を球集合板４６０の上端面の上に載置した状態で、即ちシャッタユニット４４を球集
合板４６０により取付位置に保持した状態で取付作業を行うことができるので、作業性が
良好となっている。
【０１１８】
　遮蔽部材４４１、４４２は、上側の遮蔽部材（以下、上側部材とも称す）４４１と下側
の遮蔽部材（以下、下側部材とも称す）４４２とから構成され、これらが互いに離隔およ
び近接することにより上下に開閉する構成となっている。
【０１１９】
　図４２および図４３に示すように上側部材４４１は、概略横長の長方形状の平板状の部
材となっており、裏面側は垂直面、表面側は上端から下端にかけて緩やかに湾曲しながら
漸次前方に膨出する形状となっている。上側部材４４１はさらに、上側の分割体４４１Ｈ
と下側の分割体４４１Ｌとに分割構成され、両分割体４４１Ｈ、４４１Ｌは境界に沿って
一直線に並ぶように裏面側の左右両端部に形成された軸挿通部（図示せず）に軸ピン４４
１Ｐが両側からそれぞれ挿通されることにより、回動自在に連結されている。即ち、遮蔽
部材４４１、４４２の一部をなす上側部材４４１が、該上側部材４４１のスライド方向に
沿って並置された複数の部材すなわち上下の両分割体４４１Ｈ、４４１Ｌが回動可能に連
結された構成となっている。なお上記軸ピン４４１Ｐは、両分割体４４１Ｈ、４４１Ｌを
折り畳んだ状態でのみ着脱することができ、両分割体４４１Ｈ、４４１Ｌが一平面上に位
置するように開いた状態では脱落し得ない構成となっている。
【０１２０】
　上記上側の分割体４４１Ｈにおける両側面の上端部ならびに下側の分割体４４１Ｌにお
ける両側面の後上の隅部には、それぞれスライダ４５８Ａ、４５８Ｂが両側から取り付け
られ、両スライダ４５８Ａ、４５８Ｂは前記上レール４４３Ｂに係合して該上レール４４
３Ｂ内にスライド自在に保持される構成となっている。下側の分割体４４１Ｌにおける両
側面の前下の隅部には、先端より係合ピンがさらに突出した構成を有するスライダ（以下
、係合スライダとも称す）４５９が両側から取り付けられており、該係合スライダ４５９
は前記縦レール４４３Ａに係合して該縦レール４４３Ａ内にスライド自在に保持されると
ともに、該係合スライダ４５９の係合ピンがレール形成部材４４３Ｒ、４４３Ｌを貫通し
、前記シャッタ駆動機構４４５Ｒ、４４５Ｌにおける一方のラック４４７Ｔの上端に形成
された係合孔に挿通されて係合し、該ラック４４７Ｔの上下動にともなって上下動する構
成となっている。
【０１２１】
　下側部材４４２は、前記上側部材４４１とほぼ上下対称をなす概略横長の長方形状の平
板状の部材となっており、裏面側は垂直面、表面側は下端から上端にかけて緩やかに湾曲
しながら漸次前方に膨出する形状となっていて、前記上側部材４４１とともに閉じた状態
で、全体として緩やかに前方に湾曲しながら膨出する周面状の前面、一垂直面をなす後面
および概略弓形状の両側面を構成している。
　下側部材４４２（および上側部材４４１）の左右方向の寸法（幅）は、前記第１制御基
板ユニット２０１（厳密には、該第１制御基板ユニット２０１に収容された主制御基板）
の左右方向の寸法（幅）に対応するもの、即ち該第１制御基板ユニット２０１（主制御基
板）の左右方向の寸法（幅）と同等以上となっており、下側部材４４２（および上側部材
４４１）は、該第１制御基板ユニット２０１（主制御基板）を幅方向において包含するよ
うに配置されている。
【０１２２】
　上記下側部材４４２における両側面の下端部には、前記上側部材４４１に取り付けられ
たスライダ４５８Ａ、４５８Ｂと同一構成のスライダ４５８がそれぞれ両側から取り付け
られ、該スライダ４５８は前記下レール４４３Ｃに係合して該下レール４４３Ｃ内にスラ
イド自在に保持される構成となっている。上記下側部材４４２における両側面の前上の隅
部には、前記上側部材４４１に取り付けられたものと同一の係合スライダ４５９が両側か



(22) JP 5136767 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

ら取り付けられており、前記上側部材４４１の場合と同様に、該係合スライダ４５９は前
記縦レール４４３Ａに係合して該縦レール４４３Ａ内にスライド自在に保持されるととも
に、該係合スライダ４５９の係合ピンがレール形成部材４４３Ｒ、４４３Ｌを貫通し、前
記シャッタ駆動機構４４５Ｒ、４４５Ｌにおける他方のラック４４７Ｂの下端に形成され
た係合孔に挿通されて係合し、該ラック４４７Ｂの上下動にともなって上下動する構成と
なっている。なお、左右のピニオン４４６Ｒ、４４６Ｌの回転方向が反転する配置となっ
ていることから、上側部材４４１の左側を駆動するラック４４７Ｔは前側に配置され、右
側を駆動するラック４４７Ｔは後側に配置されており、主としてこの点で、左右のシャッ
タ駆動機構４４５Ｒ、４４５Ｌの構成は全的には左右対称となっていない。上側部材４４
１の左側を駆動するラック４４７Ｔとしては下側部材４４２の右側を駆動するラック４４
７Ｂと同一の部材が使用され、上側部材４４１の右側を駆動するラック４４７Ｔとしては
下側部材４４２の左側を駆動するラック４４７Ｂと同一の部材が使用されている。換言す
れば、右側のシャッタ駆動機構４４５Ｒの２本のラック４４７Ｔ、４４７Ｂと、左側のシ
ャッタ駆動機構４４５Ｌの２本のラック４４７Ｔ、４４７Ｂとは、前後方向に延びる直線
を軸として１８０°回転させると重なる関係（前後方向に延びる直線に関して対称）とな
っている。
【０１２３】
　遮蔽部材４４１、４４２が閉じた状態では、図４５（ａ）（あるいは図３６および図４
２）に示すように、上側部材４４１および下側部材４４２のそれぞれの係合スライダ４５
９が縦レール４４３Ａの中央部の仕切板４４３Ｓを挟んで上下に近接して並び、上側部材
４４１の係合スライダ４５９に係合するラック（以下、上側ラックとも称す）４４７Ｔは
最も下方に、下側部材４４２の係合スライダ４５９に係合するラック（以下、下側ラック
とも称す）４４７Ｂは最も上方にそれぞれ位置している。この時点で上側部材４４１およ
び下側部材４４２の係合スライダ４５９およびスライダ４５８Ａ、４５８Ｂ、４５８が位
置する各点は、上側部材４４１および下側部材４４２が閉じた状態にあるときの位置であ
るから、即ちこれが閉位置に相当する。この状態では、上側部材４４１の下端と下側部材
４４２の上端とが突き当たり、上側部材４４１の下端面と下側部材４４２の上端面とは互
いに重なり合って前方からは見えない体勢にあり、図４２に示すように、遮蔽部材４４１
、４４２が全体として前記したような側面視概略弓形状の平板状の形状を有する閉塞板を
構成して、図５に示すように前記装飾図柄表示装置４２の表示面を覆うようになっている
。
【０１２４】
　モータ４４９Ｒ、４４９Ｌにより左右のピニオン４４６Ｒ、４４６Ｌを回転させると、
図４４（ｂ）（ｃ）（あるいは図４１および図４３）に示すように、上側ラック４４７Ｔ
は上方へ、下側ラック４４７Ｂは下方へそれぞれ移動し、これにともなって上側部材４４
１および下側部材４４２のそれぞれの係合スライダ４５９が縦レール４４３Ａ内を上下に
離隔するようにそれぞれ上端および下端まで移動する。このとき、図中に明示されている
ように、上側部材４４１の前下部は係合スライダ４５９にともない縦レール４４３Ａ内を
中央部から上端まで直線的に上昇し、これにより上側部材４４１の全体は上方へ押し上げ
るように駆動され、上側の分割体４４１Ｈの上端部ならびに下側の分割体４４１Ｌの後上
部は、それぞれスライダ４５８Ａ、４５８Ｂが上レール４４３Ｂ内をスライドすることに
より、該上レール４４３Ｂに沿って後上方向へ案内される。上下の両分割体４４１Ｈ、４
４１Ｌは回動可能に連結されているので、上側部材４４１はこの連結部分でやや折曲する
ようにして、上レール４４３Ｂの屈曲形状に追随しながら移動する。一方これと同時に、
下側部材４４２の前上部は係合スライダ４５９にともない縦レール４４３Ａ内を中央部か
ら下端まで直線的に降下し、これにより下側部材４４２の全体は下方へ押し下げるように
駆動され、下側部材４４２の下端部は、スライダ４５８が下レール４４３Ｃ内をスライド
することにより、該下レール４４３Ｃに沿って後下方向へ案内される。この図４４（ｃ）
に示す時点で上側部材４４１および下側部材４４２の係合スライダ４５９およびスライダ
４５８Ａ、４５８Ｂ、４５８が位置する各点は、上側部材４４１および下側部材４４２が
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最も大きく開放された状態にあるときの位置であり、即ちこれが開位置に相当し、より厳
密には全開位置ともいうべきものである。この状態では、上側部材４４１の下端と下側部
材４４２の上端とが上下に大きく離隔し、即ち図４に示すように、遮蔽部材４４１、４４
２が開放されて、前記装飾図柄表示装置４２の表示面が前方に最も大きく露見するように
なっている。またこのとき、上側部材４４１の下端面および下側部材４４２の上端面はそ
れぞれ前下方向および前上方向を向いて、前方から十分に視認し得る体勢となっている。
【０１２５】
　遮蔽部材４４１、４４２を構成する上側部材４４１の上下の分割体４４１Ｈ、４４１Ｌ
および下側部材４４２の各部材は、それぞれ六面が板状材で包囲されて中空に構成され、
前面は基本的に光透過性を有する板状材よりなり、その一部が所定の意匠をなすように光
不透過性の樹脂よりなる皮膜（図示せず）で被覆された構成、即ち、遮蔽部材４４１、４
４２の前面の大部分に光透過性を有する光透過部が形成された構成となっており、後面に
は、図３０、図３６および図４１に示すように、複数のＬＥＤ４６１を搭載したＬＥＤ基
板が内側に向けて配置され、該ＬＥＤ４６１からの発光が遮蔽部材４４１、４４２の前面
を透過して前方へ出力されるようになっている。
【０１２６】
　図５、図３３、図４２等に示すように、上側部材４４１の下端部中央よりやや右寄りの
位置ならびに下側部材４４２の上端部中央よりやや右寄りの位置には、それぞれ窓部４４
１Ｓ、４４２Ｓが形成されている。該窓部４４１Ｓ、４４２Ｓは、遮蔽部材４４１、４４
２が前記閉位置にあるときに、前記装飾図柄表示装置４２の表示面の一部を露見させ、こ
れにより前方から可変表示装置による図柄表示を確認することができるようにするもので
ある。上側部材４４１の窓部４４１Ｓは、直線状の下縁および円弧状の上縁よりなる部分
円状の正面形状を有して上側部材４４１を貫通するように形成され、下側部材４４２の窓
部４４２Ｓは、上記上側部材４４１の窓部４４１Ｓとほぼ上下対称をなすように形成され
ている。
　遮蔽部材４４１、４４２が前記閉位置にある状態では、例えば、装飾図柄表示装置４２
による図柄表示が上記窓部４４１Ｓ、４４２Ｓの内部に納まる寸法、形状に縮小して表示
されたり、あるいは図柄表示が縮小されずにその一部のみが上記窓部４４１Ｓ、４４２Ｓ
から表示されるように、制御装置（表示制御装置）により制御される。
【０１２７】
　上記上側部材４４１の下端面および下側部材４４２の上端面はそれぞれ透明樹脂板で構
成され、さらに、図３９、図４１、図４３等に示すように、各面上にはそれぞれ上側装飾
板４４１Ｎおよび下側装飾板４４２Ｎが配置され、これにより、上記遮蔽部材４４１、４
４２において、開位置にある状態で遊技機の前方を向く部位、即ちより厳密には上側部材
４４１および下側部材４４２において開位置にある状態でそれぞれ前下方向および前上方
向を向く部位に、装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄが形成されている。
【０１２８】
　上記下側装飾板４４２Ｎは、該下側部材４４２の上端面より長さが僅かに短くかつ幅が
やや広い細長の概略短冊状の板状部材となっており、一方側端縁を下側部材４４２の上端
面の前側端縁に揃え、他方側端縁を下側部材４４２の上端面の後側端縁より後方に突出さ
せるようにして配置されている。該下側装飾板４４２Ｎの右前および左前の隅部はそれぞ
れ、下側部材４４２における係合スライダ４５９の取付位置を回避して矩形状に切り欠い
た形状となっている。該下側装飾板４４２Ｎは光透過性を有する樹脂を成形してなり、表
面には、図３９、図４３等に示すような装飾文字列および図示しない図柄よりなる模様が
一面に浮彫り状に一体成形されている。上記上側装飾板４４１Ｎは、下側装飾板４４２Ｎ
とほぼ上下対称の形状で同様の構成を有する樹脂製の板状部材となっている。ただし、図
３６に示すように、上側装飾板４４１Ｎの後側端縁は上記下側装飾板４４２Ｎの場合と同
様に上側部材４４１の下端面の後側端縁より後方に突出させるようにして配置されている
が、その幅は下側装飾板４４２Ｎの幅よりもやや小さく、また、表面には、上記下側装飾
板４４２Ｎの場合と同様に図示しない模様が一面に一体成形されているが、この模様は装
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飾文字列は含まず、図柄のみから構成されている。
【０１２９】
　上記上側装飾板４４１Ｎおよび下側装飾板４４２Ｎはいずれも表面に半透光性を有する
金属薄膜をハーフ蒸着により形成することによってハーフミラーとなっており、前記ＬＥ
Ｄ４６１によって後方から光を照射するとこの光を透過させて前方に出力し得るとともに
、該ＬＥＤ４６１によって後方から光を照射していない状態では外部からの光を反射させ
ながら表面の模様を見せる構成となっている。
【０１３０】
　上記上側部材４４１の下端面は、図４１に示すように、開位置にある状態で、下側部材
４４２の上端面よりも垂直に近くなるように形成されている。上記開位置にある状態の各
端面は、前述の通り上レール４４３Ｂが緩い角度で上傾しながら後方に延びるとともに、
下レール４４３Ｃが急角度で下傾しながら後方に延びるようにそれぞれ形成されることに
より、上記のような角度となるように設定されている。
【０１３１】
　前記したように、遊技盤３０の裏面には球集合板４６０が配置されているが、該球集合
板４６０には前にも述べたように所定の電気部品が配置され、該電気部品は前記主制御基
板と電気的に接続されている。図４５は、本実施形態のパチンコ機１０における所定の電
気部品、球集合板、主制御基板等の位置関係ならびに配線の状況を概略的に示す模式図で
ある。同図に示すように、遊技盤３０の裏面に配置された球集合板４６０（厳密には、球
集合板４６０のうちの電気部品敷設側部４６０Ｂ）には、所定の電気部品ＥＰ１が搭載さ
れている。この所定の電気部品ＥＰ１は、前にも挙げたがあらためて列挙すると、始動口
スイッチＳＷ１１、始動入賞装置の羽根開閉用ソレノイドＳＬ１１、可変入賞装置の大入
賞口扉開閉用ソレノイドＳＬ１２、大入賞口検出スイッチＳＷ１２、中継基板ＲＢ１１（
４７０）等や、さらに、図示しないその他のＬＥＤ基板等の電気部品（球集合板４６０に
搭載されたものおよび球集合板４６０に搭載されずに遊技盤３０の裏面に配置されたもの
を含む）から構成されている。主制御基板を収容する前記第１制御基板ユニット（基板ケ
ース）２０１は、前述の通りボックス基台５０１に支持された状態で、球集合板４６０よ
り後方に所定の間隔をおいて配置されており、前記所定の電気部品ＥＰ１は、ハーネスに
より該第１制御基板ユニット２０１に収容された主制御基板に電気的に接続されている。
【０１３２】
　遮蔽部材４４１、４４２のうち、下側部材４４２は、不正基板の設置等の不正行為を行
うスペースの確保を困難とするスペーサとしても機能するようになっている。
　上述の通り、遊技盤３０の裏面に配置された球集合板４６０には所定の電気部品ＥＰ１
が搭載され、該所定の電気部品ＥＰ１は第１制御基板ユニット２０１に収容された主制御
基板に電気的に接続されているが、この所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板とを接続して
いる配線（ハーネス）を利用して、この間で不正基板を中継させたり、あるいは所定の電
気部品ＥＰ１と主制御基板とのいずれか一方に不正基板を直接接続したりすることによっ
て不正行為がなされることがある。このような場合、不正基板を設置するスペースとして
、制御基板等に隠れた場所や、配線等が多く通っていて不正基板を設置しても違和感を生
じ難いような場所等が狙われやすいため、例えば図４５中に模式的に示すような、所定の
電気部品ＥＰ１と第１制御基板ユニット２０１との間のスペースＸ１は、特に不正行為が
なされる可能性が大きいスペースであると考えられる。
　ここで、上記遮蔽部材４４１、４４２の下側部材４４２は、図２９および図３０にも示
されているように、前述の開閉動作にともない、上記所定の電気部品ＥＰ１と第１制御基
板ユニット２０１との間のスペースＸ１に、周方向から（即ちこの場合は上方から）出入
するように往復動するようになっている。したがって、上記所定の電気部品ＥＰ１と第１
制御基板ユニット２０１との間のスペースＸ１において、不正基板を設置するスペースを
確保することは、上記下側部材４４２の動作に妨げられて困難となっており、即ち該下側
部材４４２が、不正行為を行うスペースの確保を困難とするスペーサとしても機能してい
るのである。
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【０１３３】
　上記遮蔽部材４４１、４４２の開閉動作は、第２副制御基板（表示制御基板）により制
御されるようになっている。図４５に模式的に示すように、シャッタユニット４４の背面
側には、第２副制御基板（表示制御基板）を収容する第２基板収容部ＳＨ２と第１副制御
基板（音声ランプ制御基板）を収容する第１基板収容部ＳＨ１とが前側（遊技盤３０側）
からこの順に積層されるように形成された構成を有する副制御基板ユニットＳＵ１０が配
置されている。遮蔽部材４４１、４４２を開閉動作させるよう駆動する前記シャッタ駆動
機構４４５Ｒ、４４５Ｌのモータ４４９Ｒ、４４９Ｌは上記第２基板収容部ＳＨ２内の第
２副制御基板（表示制御基板）に電気的に接続されており（図示せず）、該遮蔽部材４４
１、４４２の開閉動作が第２副制御基板（表示制御基板）により駆動制御されるようにな
っている。
　また、同図に模式的に示すように、遮蔽部材４４１、４４２の上側部材４４１を構成す
る上下の両分割体４４１Ｈ、４４１Ｌならびに下側部材４４２のそれぞれに配置された前
述のＬＥＤ基板（図４５中には図示せず）も上記第２基板収容部ＳＨ２内の第２副制御基
板（表示制御基板）に（図示省略した中継基板を介し）電気的に接続されており、該ＬＥ
Ｄ基板に搭載された前述のＬＥＤ４６１からの光の照射が第２副制御基板（表示制御基板
）により制御されるようになっている。
　上記遮蔽部材４４１、４４２の開閉動作ならびにＬＥＤ４６１からの光の照射は、興趣
演出の一態様として、遊技状態に応じた適宜なタイミングでなされるように制御される。
【０１３４】
（作用）
　上記パチンコ機１０によれば、所定の契機に基づいて態様を変化させる可変部、即ち図
柄を変動表示する可変表示装置の表示面（装飾図柄表示装置４２の画面）と、上記可変部
の大部分を覆う遮蔽部材４４１、４４２と、上記遮蔽部材４４１、４４２を開閉させるよ
うに駆動する駆動手段すなわちシャッタ駆動機構４４５Ｒ、４４５Ｌと、を備える構成に
おいて、上記遮蔽部材４４１、４４２に、該遮蔽部材４４１、４４２の開動作にともなっ
て向きを変え、該遮蔽部材４４１、４４２が開いた状態となったときには閉じた状態のと
きより遊技機の前方を向く装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄが形成されている構成としたの
で、開放した状態の遮蔽部材４４１、４４２において前方から視認される部位が装飾演出
に有効に利用されるようになっている。また、該装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄが、遮蔽
部材４４１、４４２が開いた状態となったときには閉じた状態のときより遊技機の前方を
向くように、開動作にともなって向きを変える構成となっているので、該装飾演出部４４
１Ｄ、４４２Ｄが遮蔽部材４４１、４４２の開動作にともなって次第に前面に現れてくる
ような演出効果が得られる。
【０１３５】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２をスライド可能に保持するレール（即ち縦レール４
４３Ａ、上レール４４３Ｂおよび下レール４４３Ｃ）を備え、上記遮蔽部材４４１、４４
２が、上記レールに沿って所定の間隔をおいた少なくとも２点（即ち上側部材４４１およ
び下側部材４４２の係合スライダ４５９およびスライダ４５８Ａ、４５８Ｂ、４５８の位
置）で該レールに保持され、上記レールが、上記可変表示装置の表示面（装飾図柄表示装
置４２の画面）より前方にあって該表示面の少なくとも一部を覆う状態に上記遮蔽部材４
４１、４４２を保持する閉位置から、該閉位置からみて上記可変表示装置の表示面に対し
所定の角度をなす方向に後退した位置にあって上記遮蔽部材４４１、４４２を閉位置にあ
るときに比して後方に傾斜した状態に保持する開位置まで延びる形状を有するので、遮蔽
部材４４１、４４２がレールに沿って閉位置から開位置までスライドし、後方に傾斜した
状態となるようにして開放されるため、簡単な構成により、遮蔽部材４４１、４４２が開
いた状態となったときに装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄが遊技機の前方を向くように該遮
蔽部材４４１、４４２の体勢を制御しながら、該遮蔽部材４４１、４４２を閉位置から開
位置まで容易に案内することができる。
　また、開放した状態の遮蔽部材４４１、４４２が後方に傾斜するようにして収納される
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ので、装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄを除き遮蔽部材４４１、４４２の大部分が前方から
見え難い体勢、すなわち開放した状態の遮蔽部材４４１、４４２における装飾演出部４４
１Ｄ、４４２Ｄ以外の外観上不要な部分が後方に隠れた体勢で収納されることとなってお
り、したがって遮蔽部材４４１、４４２における装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄ以外の部
分により遊技機の外観が損なわれることも少なくなっている。
　さらにまた、開放した状態の遮蔽部材４４１、４４２が可変表示装置の周囲のスペース
を大きく占有することがなく、また部材を重ねたりすることなく収納されるため厚さが増
大することもないし、逆に、重ねることなく収納されることで、遮蔽部材４４１、４４２
自体の厚さを大きめに設定することもできる構成となっている。換言すれば、開放した状
態の遮蔽部材４４１、４４２を後方に傾斜させるようにして収納することで、可変表示装
置の周囲方向に大きくスペースをとることなく、可変表示装置の周囲のスペースをできる
だけ無駄なく有効に利用しながら遮蔽部材４４１、４４２が収納されるという利点も得ら
れるようになっている。また、可変表示装置の表示面の周囲には、例えば上方にタンク等
の部材（図示せず）が配置されているが、このタンク等のような可変表示装置の表示面の
周囲に設置された別の構成部材や部品をよけるようにして（換言すれば、タンク等の部材
と可変表示装置との間のスペースを利用して）遮蔽部材４４１、４４２を開閉し収納する
ことができるようになっている。
【０１３６】
　また、駆動手段であるシャッタ駆動機構４４５Ｒ、４４５Ｌが、直線運動により動力を
上記遮蔽部材４４１、４４２に伝達する機構、即ち具体的にはラック４４７Ｔ、４４７Ｂ
およびピニオン４４６Ｒ、４４６Ｌを備えるので、駆動手段の構成が簡単なものとなって
おり、そのぶん占有スペースも少なく抑えられている。特に、前述の通り、遮蔽部材４４
１、４４２がレールに沿って閉位置と開位置との間で所定の軌跡上をスライド移動する構
成となっているので、直線運動により動力を伝達することで、遮蔽部材４４１、４４２を
レールに案内させながら直線状でない軌跡上をも移動させることができる構成となってい
る。
【０１３７】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２の一部をなす上側部材４４１が、該上側部材４４１
のスライド方向に沿って並置された複数の部材すなわち上下の両分割体４４１Ｈ、４４１
Ｌが回動可能に連結された構成となっているので、上側部材４４１が回動構造により変形
可能となっており、これにより、レールの屈曲形状に追随しながらスライドすることがで
き、したがってそのぶん移動経路の設定の自由度が高く、上側部材４４１の軌跡もレール
の形状に沿ったものとなって無駄なスペースをとることなく移動することができ、そのス
ライド動作もスムーズに行うことができるようになっている。
【０１３８】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２が、移動方向に沿って配置された複数のスライダ（
即ち係合スライダ４５９およびスライダ４５８Ａ、４５８Ｂ、４５８）を備えるとともに
、上記レールが複数のレール（即ち縦レール４４３Ａ、上レール４４３Ｂおよび下レール
４４３Ｃ）から構成され、上記複数のスライダのうち少なくとも２つのスライダが、異な
る別のレールにそれぞれ係合してスライドする構成、即ち、係合スライダ４５９は縦レー
ル４４３Ａに係合してスライドし、その他のスライダ４５８Ａ、４５８Ｂ、４５８は上レ
ール４４３Ｂないし下レール４４３Ｃに係合してスライドする構成となっているので、遮
蔽部材４４１、４４２の動きがより多方向化され、遮蔽部材４４１、４４２が開いた状態
となったときに装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄが遊技機の前方を向くように該遮蔽部材４
４１、４４２の体勢を制御することがより容易となっている。例えば遮蔽部材のスライダ
が単一のレールに係合してスライドする構成となっていると、遮蔽部材の動きも単一のレ
ールに沿った範囲内のものに限られるのに対し、上記パチンコ機１０における構成によれ
ば上述の通り遮蔽部材４４１、４４２の動きがより多方向化されている。例えば上記遮蔽
部材４４１、４４２の上側部材４４１に着目すると、図４４（ａ）に示すように閉位置で
上側部材４４１が垂直に立った体勢から、図４４（ｂ）（ｃ）に示すように該上側部材４
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４１が開位置まで移動するのにともない、該上側部材４４１の大部分はスライダ４５８Ａ
、４５８Ｂが上レール４４３Ｂに沿ってスライドすることによって後上方向へ案内され、
後方に傾斜した体勢で格納される一方、該上側部材４４１の前下の隅部は係合スライダ４
５９が縦レール４４３Ａに沿ってスライドすることによって直上方向へ案内され、装飾演
出部４４１Ｄが形成された該上側部材４４１の下端面が十分に前方を向く体勢に保持され
るようになっており、下側部材４４２も基本的にこれとほぼ上下対称をなすようにして同
様の動きをするようになっている。
【０１３９】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２が、縦方向の寸法（高さ）が横方向の寸法（幅）よ
りも小さい横長の形状を有し、この寸法がより小さい縦方向に沿ってレールが配置されて
いるので、遮蔽部材４４１、４４２がレールに沿ってスライドする距離が相対的に短くな
っており、遮蔽部材４４１、４４２をそのぶん迅速に開閉することができて演出に間延び
したイメージを付与せずにすむ構成となっている。
【０１４０】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２が、上下に２つの部材すなわち上側部材４４１と下
側部材４４２とが互いに離隔および近接することにより開閉する構成を有し、上記上側部
材４４１および下側部材４４２の各部材において開位置にある状態で遊技機の前方を向く
部位がそれぞれ面状に形成されて装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄが形成され、上側部材４
４１の面状部位（下端面）が、下側部材４４２の面状部位（上端面）よりも垂直に近くな
るように形成されているので、上下の面状部位に形成された装飾演出部４４１Ｄ、４４２
Ｄがそれぞれ遊技者にとって見やすい角度となっている。可変表示装置の表示面の中心は
、遊技姿勢にある遊技者の目の高さ位置よりも低い位置にくるように設定されているので
、開位置にある上側部材４４１をみたときの仰角よりも、開位置にある下側の部材をみた
ときの俯角のほうが大となっており、よって上述の通り上下の装飾演出部４４１Ｄ、４４
２Ｄがそれぞれ遊技者にとって見やすい角度となっているのである。
【０１４１】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２の前面の大部分に光透過性を有する光透過部が形成
され、該光透過部よりも裏面側に発光手段であるＬＥＤ４６１を搭載したＬＥＤ基板が配
置されて該光透過部を通して前方に光が出力される構成となっているので、遮蔽部材４４
１、４４２において光の出力による演出効果を得ることができるようになっている。
【０１４２】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２において、閉位置にある状態で遊技機の前方を向く
部位（即ち前面）の大部分ならびに開位置にある状態で遊技機の前方を向く部位（即ち上
側部材４４１の下端面および下側部材４４２の上端面）の全体にそれぞれ光透過部が形成
され、遮蔽部材４４１、４４２の内部に発光手段であるＬＥＤ４６１を搭載したＬＥＤ基
板が配置されて上記両光透過部を通して前方に光が出力される構成となっているので、閉
位置にある状態でも開位置にある状態でも光の出力による演出効果を得ることができ、ま
た、上記両方の状態に対し単一の発光手段（ＬＥＤ４６１搭載基板）で対応することがで
きるとともに、光透過部の全体に満遍なく光を照射し得る構成となっている。
　また、遮蔽部材４４１、４４２の内部に発光手段であるＬＥＤ４６１搭載基板が配置さ
れていてそのぶん遮蔽部材が厚みを有するものとなっているため、前述したような、遮蔽
部材４４１、４４２が重ねることなく収納されることで遮蔽部材４４１、４４２自体の厚
さを大きめに設定することができる効果が有効に発揮されている。
　また、上記ＬＥＤ４６１搭載基板は第２基板収容部ＳＨ２内の第２副制御基板（表示制
御基板）と配線接続されているが、このとき、前述の通り遮蔽部材４４１、４４２が後方
に傾斜した状態となるようにして開放される構成となっているので、図４５にも明示され
ているように、遮蔽部材４４１、４４２が第２基板収容部ＳＨ２から大きく離間せずある
程度近接する範囲内で移動し、よって、例えば単に上下や左右に直線運動により開放され
る構成に比して、遮蔽部材４４１、４４２と第２副制御基板とを接続する配線ＥＷ１１の
移動範囲が少なく、配線ＥＷ１１のゆとりが少なくて済んでおり、そのぶん断線の発生な
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ども抑制される構成となっている。
【０１４３】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２が、上下に２つの部材すなわち上側部材４４１と下
側部材４４２とが互いに離隔および近接することにより開閉する構成を有し、上記上側部
材４４１および下側部材４４２の各部材において、閉位置にある状態で遊技機の前方を向
く部位（即ち前面）ならびに開位置にある状態で遊技機の前方を向く部位（即ち上側部材
４４１の下端面および下側部材４４２の上端面）にそれぞれ光透過部が形成され、遮蔽部
材４４１、４４２の内部に発光手段であるＬＥＤ４６１を搭載したＬＥＤ基板が配置され
て上記両光透過部を通して前方に光が出力される構成となっているので、遮蔽部材４４１
、４４２の全体に満遍なく光が照射され、違和感を生じることなく効果的に演出効果が得
られる。例えば図４６に模式的に示すように、遮蔽部材４７１、４７２において、閉位置
にある状態で遊技機の前方を向く部位（即ち前面）に光を照射する発光手段であるＬＥＤ
搭載基板４７１Ｆ、４７２Ｆと、開位置にある状態で遊技機の前方を向く部位（即ち上側
部材４７１の下端面および下側部材４７２の上端面）に光を照射する発光手段であるＬＥ
Ｄ搭載基板４７１Ｅ、４７２Ｅとを個別に設置すると、これら両部位の境界部分に、光が
十分に照射されず暗くなる箇所Ｓ１が形成されやすくなり、特に、同図に示すように遮蔽
部材４７１、４７２が、上下（または左右）に２つの部材（即ち上側部材４７１および下
側部材４７２）が互いに離隔および近接することにより開閉する構成となっている場合に
は、両部材４７１、４７２が対向する端部に上記のような暗くなる箇所Ｓ１が形成されて
違和感を生じることとなるが、上記パチンコ機１０における構成によれば、上記図４６に
示すような構成とは異なって、閉位置にある状態で遊技機の前方を向く部位（即ち前面）
ならびに開位置にある状態で遊技機の前方を向く部位（即ち上側部材４４１の下端面およ
び下側部材４４２の上端面）の全体に満遍なく光が照射され、両部位の境界に上記のよう
な暗くなる箇所は形成されないので、違和感を生じることなく効果的に演出効果が得られ
る。
【０１４４】
　また、上記装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄが遮蔽部材４４１、４４２に上側装飾板４４
１Ｎおよび下側装飾板４４２Ｎを配置することにより形成され、該上側装飾板４４１Ｎお
よび下側装飾板４４２Ｎがハーフミラーとなっているので、発光手段（ＬＥＤ４６１を搭
載したＬＥＤ基板）により後方から上側装飾板４４１Ｎおよび下側装飾板４４２Ｎに光を
照射するとこの光を透過させて前方に出力し得るとともに、該発光手段によって後方から
光を照射していない状態では上側装飾板４４１Ｎおよび下側装飾板４４２Ｎの表面で外部
からの光を反射させるようにして演出効果を得ることができるようになっている。
【０１４５】
　また、上記可変表示装置の表示面の周囲に、遊技球が転動する転動面であるステージ４
２９Ｈ、４２９Ｌが下部に形成されたフレーム部材すなわちセンターフレーム４３が配置
され、該センターフレーム４３と遮蔽部材４４１、４４２との間には透明樹脂板３９０が
配置さていて、上記センターフレーム４３のステージ４２９Ｈ、４２９Ｌが透明樹脂板３
９０から前方に離間するように形成されているので、ステージ４２９Ｈ、４２９Ｌが遮蔽
部材４４１、４４２から前方に離間するため、センターフレーム４３のステージ４２９Ｈ
、４２９Ｌよりも背後の部分、特に開位置にある遮蔽部材４４１、４４２の装飾演出部４
４１Ｄ、４４２Ｄが、ステージ４２９Ｈ、４２９Ｌ上を転動する遊技球に視線が遮られる
こともなく見やすくなっている。
【０１４６】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２の一部に、上記可変表示装置による図柄表示を確認
するための窓部４４１Ｓ、４４２Ｓが形成されているので、遮蔽部材４４１、４４２が閉
位置にあるときにも、窓部４４１Ｓ、４４２Ｓから可変表示装置による図柄表示を確認す
ることができる。
【０１４７】
　また、所定の電気部品ＥＰ１が配置されるとともに、裏側に第１制御基板ユニット２０
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１に収容された主制御基板が配置され、該電気部品ＥＰ１と主制御基板とが電気的に接続
されていて、上記遮蔽部材４４１、４４２のうちの下側部材４４２の開位置が、上記電気
部品ＥＰ１と主制御基板との間に位置する構成、即ち、所定の電気部品ＥＰ１と主制御基
板との間に、下側部材４４２が開閉動作にともなって出入りする構成となっているので、
不正基板を設置するスペースを確保することが下側部材４４２に妨げられて困難となって
いる。即ち、所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との間にスペースを見出して不正基板を
設置したとしても、下側部材４４２が動く途上でこの不正基板やその配線（ハーネス）等
に拘って不具合を生じることとなるため、不正基板の設置が容易に発覚する。あるいはも
し、下側部材４４２自体に不正基板を取り付け、上記のような不具合を生じることなく、
所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との間に不正基板を位置させようとしても、このよう
な構成は、下側部材４４２が動くため配線が断線をきたすこととなるので困難である。し
たがって、所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との間で不正基板を接続することによる不
正行為を抑制することができるようになっている。
【０１４８】
　また、上記遮蔽部材４４１、４４２のうちの下側部材４４２は、上記電気部品ＥＰ１と
主制御基板との間で動くことが可能な可動体となっているので、以下のように記述するこ
ともできる。
　即ち、上記パチンコ機１０によれば、所定の電気部品ＥＰ１が配置されるとともに、裏
側に第１制御基板ユニット２０１に収容された主制御基板が配置され、該電気部品ＥＰ１
と主制御基板とが電気的に接続された構成において、上記電気部品ＥＰ１と主制御基板と
の間で動くことが可能な可動体を備える構成としたので、所定の電気部品ＥＰ１と主制御
基板との間において、不正基板を設置するスペースを確保することが可動体に妨げられて
困難となっている。例えば、可動体自体に不正基板を取り付けることは、可動体が動くた
め配線が断線をきたすこととなって困難であり、他方、可動体の近傍にスペースを見出し
て不正基板を設置したとしても、可動体が動く途上でこの不正基板やその配線等に拘って
不具合を生じることとなるため、不正基板の設置が容易に発覚する。したがって、所定の
電気部品ＥＰ１と主制御基板との間で不正基板を接続することによる不正行為が困難とな
っている。
【０１４９】
　また、上記可動体が、所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との間で移動するように動く
ことが可能なものとなっているので、所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との間で不正基
板を接続することによる不正行為をより効果的に抑止することが可能となっている。可動
体は、例えば、実質的にその位置を変えることなく一定の位置で揺動したり回転したりす
る構成としてもよいが、位置を変えるようにスライドや転動等により動く構成、即ち上記
のように所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との間で移動するように動く構成とすると、
不正基板が設置された場合の不具合がより大きく目立ちやすくなるためより容易に不正を
検知することができ、また可動体の内部に不正基板を設置しようとする場合に配線がより
困難となる。
【０１５０】
　また、上記可動体が、上記所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との間の開位置と、図柄
を変動表示する可変表示装置の表示面より前方にあって該表示面の少なくとも一部を覆う
閉位置とを往復するように開閉する遮蔽部材４４１、４４２のうちの下側部材４４２とな
っているので、不正行為を抑止する機能だけでなく、可変表示装置の表示面を覆う遮蔽部
材としての機能をも兼備するものとなっており、そのぶん部品点数が省略されている。ま
た、所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との間で不正行為がなされることが抑止されなが
ら、同時にこのスペースが、開放した状態の遮蔽部材４４１、４４２のうちの下側部材４
４２の収納スペースとなっており、したがって遊技機のスペースの利用効率が良好となっ
ている。
【０１５１】
　また、上記可動体が、上記主制御基板の左右方向の寸法（幅）に対応する左右方向の寸
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法（幅）を有する概略平板状の外形を有し、上記所定の電気部品ＥＰ１と主制御基板との
間の位置に、周方向から（即ち本実施形態の場合は上方から）出入するように往復動し得
るものとなっているので、主制御基板の前側のスペースに不正基板を設置されることをよ
り確実かつ効率的に抑止することができるようになっている。主制御基板の前側のスペー
スは、遊技機の裏側からみた場合に該主制御基板に隠れた場所であるため、不正基板を設
置するスペースとして狙われやすいと考えられるが、上述の通り、可動体が主制御基板の
前側のスペースをほぼカバーする形状を有してこのスペースに周方向から出入するので、
このスペースに不正基板を設置されることをより確実かつ効率的に抑止することができる
。
【０１５２】
　また、上記可動体が、レール（即ち縦レール４４３Ａ、上レール４４３Ｂおよび下レー
ル４４３Ｃ）にスライド可能に保持され、直線運動により動力を伝達する機構、即ち具体
的にはラック４４７Ｔ、４４７Ｂおよびピニオン４４６Ｒ、４４６Ｌを備える駆動手段（
即ちシャッタ駆動機構４４５Ｒ、４４５Ｌ）によって駆動されるので、レールの形状を前
述のような特定の形状に設定することにより、可動体をこの特定の軌道に沿って移動させ
ることができるようになっており、かつ、該可動体を駆動する駆動手段が直線運動により
動力を伝達するものとなっていることで、駆動手段の構成が簡単なものとなっており、そ
のぶん占有スペースも少なく抑えられている。
【０１５３】
　また、上記可動体を所定のタイミングで駆動するように制御する制御装置を備えるもの
となっている。即ち、遮蔽部材４４１、４４２の開閉動作が、第２副制御基板（表示制御
基板）により駆動制御され、興趣演出の一態様として、遊技状態に応じた適宜なタイミン
グでなされるように制御されるようになっている。上記可動体は、例えば遊技機の可動中
は常時動かしておくようにすれば、不正行為を効果的に抑止する上でより望ましいが、例
えば所定の間隔をおいて定期的にまたは不定期に動かすようにしても、不正行為の検知は
可能であり、不正行為の抑止効果も得ることができる。上記パチンコ機１０の構成のよう
に可動体が必要な時機に動作するよう不定期に（または定期的に）駆動するように制御さ
れることで、可動体の稼動時間が節減され、駆動手段、レール等の磨耗、故障等が低減さ
れるという利点も得られるようになっている。
【０１５４】
　さらにまた、以下のように記述することもできる。
　即ち、上記パチンコ機１０によれば、図柄を変動表示する可変表示装置と、上記可変表
示装置の表示面の少なくとも一部を覆う遮蔽部材４４１、４４２と、上記遮蔽部材４４１
、４４２をスライド可能に保持するレール（即ち縦レール４４３Ａ、上レール４４３Ｂお
よび下レール４４３Ｃ）と、上記遮蔽部材４４１、４４２を上記レールに沿って移動させ
るように駆動する駆動手段（即ちシャッタ駆動機構４４５Ｒ、４４５Ｌ）と、を備える構
成において、上記遮蔽部材４４１、４４２が、上記レールに沿って所定の間隔をおいた少
なくとも２点（即ち上側部材４４１および下側部材４４２の係合スライダ４５９およびス
ライダ４５８Ａ、４５８Ｂ、４５８の位置）で該レールに保持され、上記レールが、上記
可変表示装置の表示面より前方にあって該表示面の少なくとも一部を覆う状態に上記遮蔽
部材４４１、４４２を保持する閉位置から、該閉位置からみて上記可変表示装置の表示面
に対し所定の角度をなす方向に後退した位置にあって上記遮蔽部材４４１、４４２を閉位
置にあるときに比して後方に傾斜した状態に保持する開位置まで延びる形状を有する構成
としたので、閉位置から、可変表示装置の表示面に対し所定の角度をなす方向に後退する
ように遮蔽部材４４１、４４２がレールに沿って開位置までスライドし、後方に傾斜した
状態となるようにして開放されることとなり、このため開放した状態の遮蔽部材４４１、
４４２が可変表示装置の周囲のスペースを大きく占有することがなく、また部材を重ねた
りすることなく収納されるため厚さが増大することもないし、逆に、重ねることなく収納
されることで、遮蔽部材４４１、４４２自体の厚さを大きめに設定することもできる構成
となっている。換言すれば、開放した状態の遮蔽部材４４１、４４２を後方に傾斜させる
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ようにして収納することで、可変表示装置の周囲方向に大きくスペースをとることなく、
可変表示装置の周囲のスペースをできるだけ無駄なく有効に利用しながら遮蔽部材４４１
、４４２が収納されるという利点も得られるようになっている。また、可変表示装置の表
示面の周囲には、例えば上方にタンク等の部材（図示せず）が配置されているが、このタ
ンク等のような可変表示装置の表示面の周囲に設置された別の構成部材や部品をよけるよ
うにして（換言すれば、タンク等の部材と可変表示装置との間のスペースを利用して）遮
蔽部材４４１、４４２を開閉し収納することができるようになっている。
　さらにまた、開放した状態の遮蔽部材４４１、４４２が後方に傾斜するようにして収納
されるので、遮蔽部材４４１、４４２の大部分が前方から見え難い体勢、すなわち開放し
た状態の遮蔽部材４４１、４４２における（装飾演出部４４１Ｄ、４４２Ｄ以外の）外観
上不要な部分が後方に隠れた体勢で収納され、このため遊技機の外観に占める遮蔽部材４
４１、４４２の割合が小さくなっており、したがって遊技機の外観が損なわれることも少
なくなっている。
【０１５５】
（変更態様）
　前記実施形態のパチンコ機１０には、各種の変更を加えることが可能である。
　例えば、図４７に示すように、装飾演出部４８１Ｄが、遮蔽部材４８１に装飾板４８１
Ｎを配置することにより形成され、該装飾板４８１Ｎが、該遮蔽部材４８１に回動可能に
取り付けられ、該遮蔽部材４８１が開いた状態となったときに該装飾板４８１Ｎが遊技機
の前方を向くように体勢を制御される構成としてもよい。なお同図には上側の遮蔽部材４
８１を示すが、図示しない下側の遮蔽部材もこれとほぼ上下対称で基本的に同様の構成と
なっている。同図に示す例においては、遮蔽部材４８１の前下端縁に、装飾板４８１Ｎの
一方側（前側）端縁が回動自在に枢着され、遮蔽部材４８１の内部にはモータ４８１Ｍが
設置されており、該モータ４８１Ｍの回転がギア４８１Ｇを介して伝達されて、図中の矢
印Ａ１に示すように装飾板４８１Ｎが前側端縁を中心として、遮蔽部材４８１の下端面に
水平な体勢で重合する横臥位置と、遮蔽部材４８１の前下端縁から垂直に下方へ延出する
垂下位置との間のほぼ９０°の角度範囲内を前後に回動するように駆動されるようになっ
ている。上記モータ４８１Ｍは、遮蔽部材４８１の開閉動作の場合と同様に、第２副制御
基板（表示制御基板）により駆動制御され、遮蔽部材４８１が開いた状態となったときに
該装飾板４８１Ｎが遊技機の前方を向くように、即ち上記垂下位置にくるように制御され
るようになっている。
　上記図４７に示す構成によれば、遮蔽部材４８１の体勢の如何にかかわらずに装飾板４
８１Ｎの体勢を制御することができ、したがって遮蔽部材４８１が開いた状態となったと
きに装飾演出部４８１Ｄが遊技機の前方を向くように制御することをより確実かつ容易と
することができる。さらに、例えば遮蔽部材４８１が、傾斜することなく図中の矢印Ａ２
に示すように上下方向に直線運動するようにして開閉する構成とした場合、該遮蔽部材４
８１の体勢は開閉動作にともなって変化することはなく、その下端面も終始下方を向いた
体勢に保持されるが、このような場合であっても、遮蔽部材４８１が開いた状態となった
ときに装飾演出部４８１Ｄが遊技機の前方を向くように、遮蔽部材４８１の動作からは独
立して、装飾板４８１Ｎの体勢を制御することができる。
　また、装飾板４８１Ｎが回動可能となっていることで、例えば遮蔽部材４８１の体勢や
位置には無関係に任意のタイミングや間隔、速度で該装飾板４８１Ｎを回動させるといっ
たように、より多彩な動きをともなう演出を行うようにすることもできる。
【０１５６】
　また、例えば遮蔽部材が最大限に開いた状態となったときに、その少なくとも一部が前
方から視認し得るようにして格納されるようにしても、あるいは全体が隠蔽されて前方か
ら視認し得ない状態で格納されるようにしてもよく、後者の場合でも、例えば前記のよう
に遮蔽部材４８１に装飾板４８１Ｎを回動可能に配置したりあるいは遮蔽部材に装飾板を
出入可能に配置したりすることにより、遮蔽部材が開いた状態となったときに装飾演出部
が遊技機の前方を向いて前方から視認し得る状態となる構成とすることもできる。
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【０１５７】
　また、例えば図４８に示すように、遮蔽部材４９１、４９２において、閉位置にある状
態で遊技機の前方を向く部位（即ち前面）に光を照射する発光手段であるＬＥＤ搭載基板
（以下、前面用ＬＥＤ基板と称す）４９１Ｆ、４９２Ｆと、開位置にある状態で遊技機の
前方を向く部位（即ち上側部材４９１の下端面および下側部材４９２の上端面）に光を照
射する発光手段であるＬＥＤ搭載基板（以下、端面用ＬＥＤ基板と称す）４９１Ｅ、４９
２Ｅとを個別に設置し、上記端面用ＬＥＤ基板４９１Ｅ、４９２Ｅを上側部材４９１の下
端面および下側部材４９２の上端面からそれぞれ離間する位置に配置するようにしてもよ
い。この構成によれば、端面用ＬＥＤ基板４９１Ｅ、４９２Ｅの表側および裏側のいずれ
にも前面用ＬＥＤ基板４９１Ｆ、４９２Ｆから光を供給する構成とすることができ、した
がって、前記図４６に示すように端面用ＬＥＤ基板４７１Ｅ、４７２Ｅを上側部材４７１
の下端面および下側部材４７２の上端面にそれぞれ近接する位置に配置した場合における
ような、光が十分に照射されず暗くなる箇所Ｓ１は形成され難く、閉位置にある状態で遊
技機の前方を向く部位（即ち前面）ならびに開位置にある状態で遊技機の前方を向く部位
（即ち上側部材４９１の下端面および下側部材４９２の上端面）の全体に満遍なく光が照
射され、違和感を生じることなく効果的に演出効果が得られる。
【０１５８】
　また、遮蔽部材としては、上下方向に開閉するもの以外にも、左右方向に開閉するもの
であってもよく、また、２つの部材が互いに離隔および近接することにより開閉する構成
以外にも、１つの部材が開位置と閉位置との間を移動することにより開閉する構成として
もよい。さらにまた、板状のもの以外にも、例えば所定のキャラクタ等を模した造形物と
したもの等のように、任意の形状のものとすることができる。また、遮蔽部材の駆動機構
としても、例えばリンク機構によるもの等、任意の機構を採用することができる。
【０１５９】
　また、例えば図４９に示すように、遮蔽部材５７１の一部を該遮蔽部材５７１に対し可
動に構成するようにしてもよい。同図に示す例では、遮蔽部材５７１の前面部に、矢印Ａ
３に示すように前後方向に往復動し得るように構成された可動部５７１Ｍが形成されてい
る。該可動部５７１Ｍは、遮蔽部材５７１の前面部を所定形状をなして部分的に覆うよう
に配置され、表面には所定の凹凸形状を有するように成形されており、遮蔽部材５７１が
閉じた位置にあるときに、駆動機構（図示せず）により該遮蔽部材５７１から前方に飛び
出るように駆動され、これによりさらに演出効果が得られるようになっている。この構成
では、駆動機構が設置されることから、それだけ遮蔽部材５７１が厚みを有するものとな
っているため、前記発光手段の場合と同様に、遮蔽部材５７１が重ねることなく収納され
ることで遮蔽部材５７１自体の厚さを大きめに設定することができる効果が有効に発揮さ
れる。この場合、発光手段があわせて設けられていても設けられていなくてもよいが、設
けられていない場合でも、可動部５７１Ｍを駆動するモータ（図示せず）が第２副制御基
板（表示制御基板）と配線接続されているため、前述の発光手段の配線の場合と同様に、
遮蔽部材５７１が後方に傾斜した状態となるようにして開放される構成により、例えば単
に上下や左右に直線運動により開放される構成に比して、遮蔽部材５７１と第２副制御基
板とを接続する配線の移動範囲が少なく、配線のゆとりが少なくて済み、そのぶん断線の
発生なども抑制される構成となっている。
【０１６０】
　また、所定の電気部品と制御基板との間で動くことが可能な可動体として、上述のよう
な遮蔽部材以外にも、専ら不正行為を抑止するように機能する可動体としてもよい。この
場合、可動体の動作範囲は所定の電気部品と制御基板との間のスペース内であればよく、
可動体の寸法、形状、駆動機構等も任意に設定することができる。図５０は可動体の一例
を示す模式図である。同図に示す例では、前記実施形態と同様に所定の電気部品が搭載さ
れた球集合板（図示せず）と制御基板（図示せず）との間の、左右方向にやや長く延びる
概略直方体形状をなすスペースＳ２１において、該スペースＳ２１の上面部の両端に、上
下方向の軸を中心として回転するプーリ５８１、５８１がそれぞれ配置され、両プーリ５
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８１、５８１にはベルト５８２が架設されてベルト伝導機構が構成され、該ベルト５８２
には、スペースＳ２１の高さにほぼ等しい長さを有する棒状の蝕子５８３が吊下されてい
る。この構成によれば、プーリ５８１、５８１を回転させると、ベルト５８２とともに蝕
子５８３が図中の矢印Ａ４に示すようにレーストラック形状の軌道を周回するように運動
するようになっており、例えばスペースＳ２１内に不正基板等が設置されていると蝕子５
８３に抵触して検知されるようになっている。
【０１６１】
　また、上記可動体を、例えば図５１に示すように、所定の電気部品と主制御基板との間
の隠蔽位置と、遊技機の前方から視認可能な露出位置とを往復するように出入して興趣演
出を行う演出部材としてもよい。同図に示す例では、所定の電気部品を搭載する球集合板
４６０が遊技盤３０の裏面に配置され、該球集合板４６０から後方に所定の間隔をおいて
、主制御基板を収容する前記第１制御基板ユニット（基板ケース）２０１が配置されてお
り、この球集合板４６０および第１制御基板ユニット２０１の構成ならびに配置は前記実
施形態の場合と同様となっている。上記球集合板４６０と第１制御基板ユニット２０１と
の間には、前記実施形態における下レール４４３Ｃと同様に、急角度で下傾しながら後方
に直線状に延びるように形成されたレール５９２が左右両側に配置され、このレール５９
２に演出部材５９１がスライド自在に保持されている。該演出部材５９１は、所定のキャ
ラクタを模した形状に成形され、駆動機構（図示せず）により駆動されて図中の矢印Ａ５
に示すようにレール５９２に沿って後下方向ないし前上方向にスライド移動し、上記球集
合板４６０と第１制御基板ユニット２０１との間の隠蔽位置Ｐ１１と、センターフレーム
（図示せず）の開口を通して前方に露出し遊技機の前方から視認可能な露出位置Ｐ１２と
を往復するように出入して興趣演出を行うようになっている。
　上記演出部材５９１の出入動作は、前記実施形態における遮蔽部材４４１、４４２の場
合と同様に、第２副制御基板（表示制御基板）により制御され、例えば、通常時は隠蔽位
置Ｐ１１に格納されて待機していて、リーチ等の遊技状態の移行にともなって露出位置Ｐ
１２に出てきて可変表示装置の表示面の前で興趣演出を行うよう駆動制御される。このと
き、演出部材５９１が露出位置Ｐ１２に現れてくるだけとしても演出効果は得られるが、
演出部材５９１自体の少なくとも一部を可動に構成しておいて演出動作をさせたり、演出
部材５９１自体の少なくとも一部に発光部を設けておいて発光させたりするようにして、
興趣演出をさらに多彩なものとするようにしてもよい。
【０１６２】
　可動体は、例えば前記図５０に示す例のように専ら不正行為を抑止する目的で設ける不
正防止専用のものとしてもよいが、上記図５１に示す例のように遊技機の前方から視認可
能な露出位置Ｐ１２に出てきて興趣演出を行う演出部材５９１としての機能を兼備するも
のとすることにより、そのぶん部品点数を省略することができる。また、所定の電気部品
と主制御基板との間で不正行為がなされることを抑止しながら、同時にこのスペースを、
遊技機の後側に退避させた状態の演出部材５９１の待機スペースとすることができ、した
がって遊技機のスペースの利用効率を良好とすることができる。
【０１６３】
　また、前記実施形態においては、パチンコ機１０が例示されていたが、遊技機としては
、パチンコ機以外にも、スロット機、パチンコ機とスロット機を融合させた遊技機も例示
される。
　スロット機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した
後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）
の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタ
ン）の操作に起因して、あるいは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が
停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技
者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。
　この場合、有価物体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。
　パチンコ機とスロット機を融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報か
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らなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動
用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止
用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、あるいは、所定時間経過するこ
とにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報で
あることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生
手段とを備え、有価物体として球を使用するとともに、前記識別情報の動的表示の開始に
際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出される
ように構成されている遊技機」となる。
【産業上の利用可能性】
【０１６４】
　以上のように、本発明は、遊技機のスペースを効率よく利用しながら外観も良好に維持
することができる遮蔽部材を備え、また効果的に不正行為を抑止することができるもので
、遊技機の機種を問わずに広範囲に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】パチンコ機の一例を示す正面図。
【図２】図１のパチンコ機の左側面図。
【図３】図１のパチンコ機の平面図。
【図４】遊技盤（遮蔽部材を開放した状態）の一例を示す正面図。
【図５】遊技盤（遮蔽部材を閉じた状態）の一例を示す正面図。
【図６】図１のパチンコ機の背面の構成を示す分解斜視図。
【図７】図４の遊技盤の背面側の斜視図。
【図８】図４の遊技盤の背面側の斜視図。
【図９】図４の遊技盤の背面図。
【図１０】図７において遊技盤から第１制御基板ユニット（基板ケース）およびボックス
基台を取り外した状態を示す斜視図。
【図１１】図７において遊技盤から第１制御基板ユニット（基板ケース）、ボックス基台
および球集合板を取り外し、ボックス基台を球集合板に対し開いた状態を示す分解斜視図
。
【図１２】図７において遊技盤から第１制御基板ユニット（基板ケース）、ボックス基台
および球集合板を取り外し、ボックス基台を球集合板に対し開いた状態を遊技盤の前側か
ら視た分解斜視図。
【図１３】図７において遊技盤から第１制御基板ユニット（基板ケース）と、ボックス基
台が取り付けられた球集合板とを取り外した状態を示す分解斜視図。
【図１４】図７において遊技盤から第１制御基板ユニット（基板ケース）と、ボックス基
台が取り付けられた球集合板とを取り外した状態を別角度から視た分解斜視図。
【図１５】図７において遊技盤から第１制御基板ユニット（基板ケース）、ボックス基台
および球集合板とを取り外し、さらに球集合板および開閉機構を分解した状態を示す分解
斜視図。
【図１６】球集合板の連結台を示す部分拡大斜視図。
【図１７】本発明にかかる遊技機の一例であるパチンコ機に用いる開閉機構のヒンジ金具
を球集合板に取り付ける工程（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）を示す斜視図及び縦断側面図。
【図１８】本発明にかかる遊技機の一例であるパチンコ機に用いる連結台座部材の分解図
。
【図１９】本発明にかかる遊技機の一例であるパチンコ機に用いる連結台座部材と基板ケ
ースの分解斜視図。
【図２０】シャッタユニットを取り付けた状態の遊技盤の背面側の斜視図。
【図２１】図２０において遊技盤から第１制御基板ユニット（基板ケース）およびボック
ス基台を取り外した状態を示す斜視図。
【図２２】フレーム部材の斜視図。
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【図２３】フレーム部材の平面図。
【図２４】フレーム部材の正視図。
【図２５】フレーム部材の右側面図。
【図２６】図２４のＡ－Ａ線部断面図。
【図２７】図２４において透明樹脂板を取り外した状態を示す図。
【図２８】フレーム部材の背面図。
【図２９】遮蔽部材を閉じた状態の遊技盤の縦断面図。
【図３０】遮蔽部材を開いた状態の遊技盤の縦断面図。
【図３１】遮蔽部材を閉じた状態のシャッタユニットの斜視図。
【図３２】遮蔽部材を閉じた状態のシャッタユニットの平面図。
【図３３】遮蔽部材を閉じた状態のシャッタユニットの正面図。
【図３４】遮蔽部材を閉じた状態のシャッタユニットの左側面図。
【図３５】遮蔽部材を閉じた状態のシャッタユニットの背面図。
【図３６】図３３のＢ－Ｂ線部断面図。
【図３７】遮蔽部材を開いた状態のシャッタユニットの斜視図。
【図３８】遮蔽部材を開いた状態のシャッタユニットの平面図。
【図３９】遮蔽部材を開いた状態のシャッタユニットの正面図。
【図４０】遮蔽部材を開いた状態のシャッタユニットの背面図。
【図４１】図３９のＣ－Ｃ線部断面図。
【図４２】遮蔽部材を閉じた状態のシャッタユニットの分解斜視図。
【図４３】遮蔽部材を開いた状態のシャッタユニットの分解斜視図。
【図４４】遮蔽部材の開動作を示す説明図。
【図４５】パチンコ機における所定の電気部品、球集合板、主制御基板等の位置関係なら
びに配線の状況を概略的に示す模式図。
【図４６】遮蔽部材における発光の状況の一例を概略的に示す模式図。
【図４７】装飾演出部の他の例を示す側面図。
【図４８】発光手段の他の構成例を示す模式図。
【図４９】遮蔽部材の他の例を示す模式図。
【図５０】可動体の他の例を示す模式図。
【図５１】可動体の他の例を示す模式図。
【符号の説明】
【０１６６】
　ＥＰ１：所定の電気部品
　２０１：第１制御基板ユニット
　４４２：遮蔽部材（可動体）
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